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It is well known that Mamluk Sultan Qāytbāy (r. 872–901/1468–96) actively 
established waqfs (endowments) for various objects not only in Cairo but ff

also throughout Egypt, Syria, and Hejaz. A number of studies have been 
conducted on his waqfs. However, his large-scale ff waqf designed to distribute 
dašīša (porridge) and bread in ḤaramaynḤḤ (Mecca and Medina), especially in 
Medina, that is, waqf ad-dašīša has received limited attention from modern 
scholars, although a codex of Arabic documents concerning this waqf is extant: 
Bibliothè que nationale de France, ms. arabe 1118 (or Supplé ment 471).

 e article examines, fi rst, Qāytbāy’s endowment deeds included in the 
codex and two sets of the waqf documents by other persons, which were f

incorporated into the waqf ad-dašīša during the sultan’s lifetime.
Furthermore, the article investigates the process, background, and inten-

tion behind the establishment of the waqf ad-dašīša as well as the characteris-
tics of the properties endowed in it: A large part of the endowed properties 
consisted of lands in Egypt, not a few of which belonged to the state treasury 
(bayt al-māl), as the documents explicitly stated.  ell waqf was supposed to be 
managed by state officials. By establishing it, Qāytbāy seemingly wished to 
demonstrate the Mamluk Sultanate’s power and philanthropy particularly in 
Medina, which, in this period, attracted a growing number of concerns from 
other Muslim rulers.  erefore, the nature of the waqf ad-dašīša is said to have 
been public rather than private or individual.

Finally, we review the state of the waqf ad-dašīša after the death of 
Qāytbāy: The codex also includes six documents related to this waqf from 
the 16th century. These documents and other sources indicate that the waqf 

ad-dašīša functioned well until the middle of the 16th century.  erea� er, the 
waqf was compounded with other endowments established by Mamluk sultans 
and amirs for Ḥaramayn ḤḤ to be called the waqf ad-dašīša al-kubrā by Ottoman 
Sultan Murat III. (r. 982–1003/1574–95). Because the codex was in the pos-
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はじめに

マムルーク朝スルターンのカーイトバーイ
（在位 872-901/1468-96年）がカイロのみな
らずエジプト，シリア，ヒジャーズの各地で，
さまざまな対象に盛んにワクフを設定したこ
とは当時からよく知られている。彼のワクフ
に関する研究も多い1）。中でも Carl F. Petry
は，カイロのエジプト国立公文書館（Dār al-
Wa

¯
tā]iq al-Qawmiyya）とワクフ省（Wizārat

al-Awqāf）に所蔵される多数の文書を渉猟ff
し，カーイトバーイのワクフに関するいくつ
もの重要な論考を発表している。しかし彼は，
メディナに対する大規模なワクフについて
は現存文書がないと述べ［Petry 1994: 199］，
検討していない。ところが後に，そのカー
イトバーイのワクフについて記録した文書
の集成がフランス国立図書館（Bibliothè que
nationale de France, Paris）に所蔵されてい
ることが，Doris Behrens-Abouseifによっ
て明らかにされた。
ただし，この冊子型の文書集（BNF. ms.

arabe 1118， な い し Supplé ment 471） を
Behrens-Abouseifが新たに発見したという
わけではない。それは実は既に，フランス国
立図書館所蔵写本の新旧どちらの目録にも記
載されているのである。古い目録には，当該
文書集の形状（235葉，27×18 cm，1葉当
たり 18行）と，それがカーイトバーイのワ
クフに関する 888/1483年から 988/1580年
―後者の年は後述するように誤記と考えら
れるが―までの複数の文書を含んでいるこ
と，中にハラマイン（メッカとメディナ）の
貧者にダシーシャ（dašīša: 小麦粥）を分配
するためのワクフ設定文書があることなどが
概括的に記されている［MacGuckin Baron
de Slane 1883-95: 218］。一方，新しい目録は，
収録されている諸文書の作成年を挙げるほ
か，Muḥammad b. Sa

]

dなるブーラークに
おける大ダシーシャ・ワクフの書記（kātib
waqf ad-dašīša al-kubrā bi-Būlāq）がこの
文書集を所有していたことを示す 1156年
Muḥarram月/1743年 2-3月の書き込み［1a］2）

に言及し，彼が筆写したとする［Vajda/
Sauvan 1978: 331-332］。

session of a scribe of the waqf ad-dašīša al-kubrā in 1156/1743, the waqf ad-dašīša

of Qāytbāy, or at least a part of it seems to have been active even in the 18th
century.

目次
はじめに
1. カーイトバーイ生前のワクフ

2. ダシーシャ・ワクフの分析
3. カーイトバーイ没後の状況
おわりに

1） マムルーク朝時代のワクフの研究については，伊藤 2009b参照。なおその中で，Mona Zakarya,
Deux palais du Caire médiéval, Paris ����で一部校訂されているカーイトバーイのワクフ設定文書
を同書に従ってエジプト国立公文書館所蔵の文書 DW. 18/112としたが（p. 37），文書の作成年月
日からすると，DW. 28/187の間違いである可能性がある［Amīn 1981: 25, 46］。ただし Amīnは，
DW. 18/112が Zakaryaによって研究されたと注記しており―前掲書のもとになった彼女の博士
論文においてであるが―，Amīnがカタログに記載している内容に加えて，同文書に Zakaryaが
校訂した部分も含まれているのかもしれない。

2） 左上余白に算用数字でフォリオ番号が 2つ記され，第 149葉以降，両者にずれがあるが，下の方
に書き込まれた数字が正しい。以下，この文書集のフォリオ番号を挙げる際には，史料略号なしで
フォリオ番号のみとする。
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このように BNF. ms. arabe 1118の存在自
体は古くから知られていた。しかるに，長ら
く研究者の注意を引くことはなく，忘れ去
られていたのである。それをいわば再発見
したのが Behrens-Abouseifというわけであ
るが，彼女にしても，その一部を紹介，参
照するに留まっている。Behrens-Abouseif 
1998aは，BNF. ms. arabe 1118，およびカー
イトバーイのメディナを主対象とするワク
フ（以下，ダシーシャ・ワクフ）の大要（特
に，以下で見る第五ワクフの支出項目）を
示す。Behrens-Abouseif 1998bは，ダシー
シャ・ワクフの財源のうちカイロとその周
辺の都市内不動産を取り上げるが，その
他のワクフ財は分析されていない。また，
Behrens-Abouseif 1999は，ダシーシャ・ワ
クフに含まれるカーイトバーイのメディナに
おける建築を再構成するのにBNF. ms. arabe 
1118中の記述を用いたものであり，Behrens-
Abouseif 2000は，このワクフに組み込まれ
たバクタムル・アッサーキー Baktamur as-
Sāqī家のワクフ（後述）を対象としたもの
である。
これらのほかに研究はなく，要するに，

BNF. ms. arabe 1118という貴重な史料は未
だ十分に検討，利用されておらず，ダシー
シャ・ワクフの詳細も明らかにされていない
のである。この問題を解決し，ワクフ研究に
重要な事例を提供することが，本稿の目的で
ある。

1. カーイトバーイ生前のワクフ

まずは，BNF. ms. arabe 1118所収のワク
フ設定文書3）の内容を整理しながら，カーイ
トバーイ自身によって設定されたワクフと彼

の生前に付け加えられたワクフがいかなるも
のであったかを示す。その際，史料上に記載
はないが，カーイトバーイによるワクフを古
いものから順番に第一ワクフ，第二ワクフと
いうように呼ぶことにする。

1.1. 第一ワクフ
ワクフ設定者であるカーイトバーイの名前
と称号などを述べた冒頭部に続き［1b-2a］，
彼 に よ っ て 24. Ṣafar 888/ 3. 4. 1483に4）

［17b］ワクフに設定された物件が列挙され
ている［2b-13b］。まとめれば，次の表の通
りである。
このように，ほとんどがエジプトの土地，
しかもその細片である。また多くが国庫に
属すること，つまりカーイトバーイの私財
（milk）ではないことが明記されている。
以上のワクフ財から得られる収益は，ワク
フ財の維持管理費用を差し引いた後，次の用
途に充てられるように定められた［13b-15a; 
Behrens-Abouseif 1998a: 66-67］。第一に，
メッカに上エジプト産の（ṣa

]

īdī）600 irdabb

（41,760 kg）5）の小麦を送り，それをダシー
シャとパンにして分配すること，および
メッカにあるカーイトバーイのマドラサ（al-
Madrasa al-Ašrafi yya）の収入が不足してい
る場合，それを補填すること。第二に，メディ
ナにも上エジプト産の 7,500 irdabb（522,000 
kg）の小麦を送ってダシーシャとパンにし，
メディナを訪れた貧者たちに配るほか（パン
は 1日に 1人 8 ūqiya bil-miṣrī（299.52 g）の
ものを 2個），カーイトバーイのマドラサに
滞在する者に分配する食事（simāṭ）を用意
すること。その他，具体的な額は記されてい
ないが，小麦の輸送費，ダシーシャやパンの
調理費，人件費，事務費など，これらの事業

3） ワクフ設定文書の書式については，五十嵐 2010; Reinfandt 2003: 104-113; 岩武 2000を参照のこ
と。

4） 日付は，日，月，年の順で記す。以下同様。
5） 以下，irdabbなどの諸単位についてはHinz 1955を参照のこと。マムルーク朝時代，1 irdabbは約

90 lで，小麦の場合 69.6 kgだった［Hinz 1955: 39］。
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第一ワクフのワクフ財

番号6） 物件；割合，数7） 所在地または地名 地域 備考8）

1 建物（makān）；2 Suwayqat al-

]

Uṣfūr al-Qāhira 4. Ša

]

bān 885/ 9. 10. 1480購入；Behrens-Abouseif 
1998b: no. 39

2 土地（arḍ）；5/6 Siryāqūs al-Qalyūbiyya 国庫（bayt al-māl）に所属；TS: 10; Halm 1979-
82: 337

3 土地；7/12 Samadūn al-Minūfi yya 国庫に所属；TS: 106; Halm 1979-82: 379

4 土地 Ṭaḥā al-Madīna al-Ušmūnayn 国庫に所属；TS: 169; Halm 1979-82: 134

5 土地；11/14 al-Bīǧūrgg al-Minūfi yya TS: 101; Halm 1979-82: 361; 12. Rabī

]

 II 887/ 31. 5.
1482イスティブダール（istibdāl:交換・買い替え）

で入手；残り 3/14は国庫に所属
6 土地 Minyat al-Lay

¯
t/ 

Minyat Hāšim
al-Ġarbiyya 国庫に所属；TS: 92; Halm 1979-82: 543

7 土地 Ǧalf al-Bahnasāwiyya 国庫に所属；TS: 165; Halm 1979-82: 156

8 土地 Badawayh ad-Daqahliyya 国庫に所属；TS: 50; Halm 1979-82: 707

9 土地；7/168 Rīfa/Durunka al-Asyūṭiyya 国庫に所属；TS: 185; Halm 1979-82: 99

10 土地；3/4 Manqaṭīn al-Bahnasāwiyya 国庫に所属；TS: 172; Halm 1979-82: 168

11 土地；1/16 Ṣa�  al-

]

Urafā] al-Bahnasāwiyya 国庫に所属；TS: 168; Halm 1979-82: 177

12 土地；3/4 Manšiyyat (Ibn) ]

Antar
aš-Šarqiyya 残り 1/4はカーイトバーイの別のワクフの財源だっ

たが，それもこのワクフに追加［13b］；TS: 41; 
Halm 1979-82: 644

13 土地 Šubrā Ḫīt al-Buḥayra TS: 129; Halm 1979-82: 454

14 土地；1/2 Asknīda al-Buḥayra 土地すべては 11. Ša
]

bān 887/ 25. 9. 1482購入；TS:
118; Halm 1979-82: 405

15 土地；3/40 al-Mu

]

ayṣira al-Buḥayra 国庫に所属；TS: 122; Halm 1979-82: 438

16 土地；1/16 Baršūm (Baršūb) al-Qalyūbiyya 国庫に所属；TS: 9; Halm 1979-82: 324

17 土地；1/10 Mūša al-Asyūṭiyya 国庫に所属；TS: 188; Halm 1979-82: 93-94

18 土地；1/20 Ṭuwwa al-Ušmūnayn 国庫に所属；TS: 182; Halm 1979-82: 137

19 土地；1/18 Idfa al-Iḫmīmiyya 国庫に所属；TS: 188; Halm 1979-82: 83

20 土地 Minyat al-Baṭs/
al-Baṭṭ

al-Fayyūmiyya 国庫に所属；TS: 158; Halm 1979-82: 265-266

21 村（qarya） Minya Ṭarābulus 製粉所（ṭāḥūn），染色場（ḥānūt aṣ-ṣibġ），砂糖黍
圧搾所（mi

]

ṣarat al-qaṣab）を含む；18. Muḥarram 
887/ 9. 3. 1482イスティブダールで入手；Dussaud 
1927: V, B, 1

22 村；5/24＋
259/6912

SKYL(?) Ša

]

rā, Dimašq 28. Ša

]

bān 886/ 22. 10. 1481購入

23 村 Yūnīn Ba

]

labakk Dussaud 1927: III, D, 1
24 ハラージュ al-Fant al-Bahnasāwiyya TS: 161-162; Halm 1979-82: 155

6） ワクフ財の番号は便宜上，付したものである。以下同様。
7） セミコロンの後にあげた数字は，ワクフにされた当該物件の割合，または数や面積に関する文書中

のデータである。数字をあげていない場合は，その物件全体がワクフ財にされたことを示す。以下
の表でも同様。

8） カイロおよびその周辺の都市内不動産の場合は，Behrens-Abouseif ����b中の対応する物件の番
号をあげ，エジプトの土地の場合は，TSとHalm 1979-82の該当ページを，シリアの土地で特定
できた場合は，MBの該当ページや，Dussaoud 1927の地図番号とその中での位置，あるいは参
照ページをあげる。以下の表でも同様。
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を行うための諸経費。そして余剰があった場
合には，管理人（nāẓir）が必要時のために
それを保管しておくこととされている。
管理人はカーイトバーイが存命中は彼自身
が務め，後継者を指名できるが，指名がなさ
れなかったときは，カーイトバーイ没後，後
継のスルターンが代々務めるようにと規定
されている。その補佐（nā]ib）にはエジプ
トのアターベク（atābak al-

]

asākir），官房
長（dawādār kabīr），秘書長（kātib as-sirr）
の 3人が，証人（šāhid）にはエジプトの 4
人の大カーディーが，事務長（mubāšir）に
はイブン・アルジーアーン Badraddīn Abū 
al-Baqā] Muḥammad b. Yaḥyā Ibn al-ǦīGG

]

ān
（902/1497年没）が指名された［15b-16b］。
イブン・アルジーアーンは，官僚の名家の
出身で，軍務庁会計（mustawfī ad-dīwān 
al-ǧayš）などを務めたスルターンの寵臣の 1
人であった9）。

1.2. 第二ワクフ
第一ワクフを設定してから 1ヵ月余り後の

15. Rabī

]

 II 888/ 23. 5. 1483に［22b］カー
イトバーイはワクフ財を追加した。追加され
たのは，1）カイロの al-Ǧazīra al-Wusṭā（al-
Wasṭāniyya）にある賃貸地（ḥikr地）の上に
たち，店舗，倉庫（maḫzan），水車（sāqiya）
等を含む2つの建物（binā]: Behrens-Abouseif 
1998b: no. 48）と 2）Ḫuṭṭ al-Qammāḥīnに
ある製粉所の建物（binā] aṭ-ṭāḥūn: Behrens-
Abouseif 1998b: no. 44）の 2物件である
［19a-22a］。
文書には，これら 2物件の入手の経緯が記
されている［22b-25b］。カーイトバーイは

金庫長（ḫāzindār）バルスバーイ・アルマフ
ムーディー Barsbāy al-Maḥmūdī（890/1485
年没）10）を代理にたて，1）の物件の 1/2の
権利および 2）の製粉所を nāẓāā ir dīwān al-

mamālīk as-sulṭll āniyyaの Ǧamāladdīn Yūsuf 
b. Muḥammad al-Minūfī（890/1485年没）11）

から，1）の残り 1/2の権利を aṣ-Ṣārimī 
Ibrāhīm b. Ya

]

qūbなるハルカ（ḥalqa）軍
人から買い取った。前者の売り手に対して
は，1）に 1,200 dīnār ašrafī，2）に 500 dīnār 

ašrafī，計 1,700 dīnār ašrafī支払うが，その
うち 300 dīnārは金貨ではなく，銀貨 3,750 
dirhamで立て替えられることが売り手の合
意を得て取り決められた。後者の売り手に対
しては，1,200 dīnār ašrafīが支払われた12）。

1.3. 第三ワクフ
さらに24. Rabī

]

II 890/ 10. 5. 1485に［94b］
カーイトバーイはメディナに自身が建設した
諸施設，およびカイロのḪuṭṭ ad-Daǧǧāǧīngg
にある給水施設（ḥawḍ as-sabīl, bi]r, sabīl―
次表番号 8の建物の一部をなす）を対象とす
る［90b］ワクフを設定した。文書ではまず，
メディナの同じ敷地にたつ次の 3施設が記述
される［28b-32b］。
（1）マドラサと付属のリバートおよび書庫
（2）店舗あるいは隊商宿（wakāla），給水
場（sabīl）とコーラン学校（maktab），ダシー
シャやパンのための倉庫，製粉所（ṭāḥūn），
パン焼き竃（furn），調理場（maṭbaḫ）など
から成る複合施設
（3）浴場（ḥammām）

このうち（2）の店舗，（3）の浴場は，そ
の賃貸料が収入として見込まれている。そし

9） 彼については，BZ: III, 363; DL: XI, 8-10; Martel- oumian ����: ���参照。なお彼は，カーイ
トバーイの 882/1477年のシリア巡行を記録した al-Qawl al-mustaẓraf fī safar mawlānā al-Malik al-

Ašrafの著者でもある。
10） 彼については第 2章で触れる。
11） 彼については，DL: X, 333参照。それによれば，彼は kātib dīwān al-mamālīkであったという。軍

務庁（dīwān al-ǧayš）に属する kātib dīwān al-mamālīkについては，Martel- oumian 1991: 48, 
57; Ayalon 1954: 66参照。

12）dīnār ašrafīについては，Popper 1955-57: II, 49-50; Schultz 1998: 335-336参照。
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第三ワクフのワクフ財

番号 物件；割合，数 所在地または地名 地域 備考
1 家屋（dār） Bāb as-Salām近く al-Madīna 30. Raǧab 885/ 5. 10. 1480購入
2 果樹園（ḥadīqa） al-Madīna郊外

Qubā 近くQ
al-Madīna 私財

3 果樹園 al-Madīna郊外 al-Madīna 私財
4 果樹園；2 al-Madīna郊外 al-Madīna 私財
5 建物 /隊商宿

（

]

imāra/ wakāla）
Ḫuṭṭ Bāb an-Naṣr al-Qāhira 私財；Behrens-Abouseif 1998b: no. 28

6 建物（

]

imāra）；
1/2

Ḫuṭṭ al-
Bunduqāniyyīn /
al-Bunduqaniyyīn

al-Qāhira Behrens-Abouseif 1998b: no. 34

7 建物（

]

imāra）
（ḫān, qaysāriyya等
を含む複合施設）

Ḫuṭṭ ad-Daǧǧāǧīn/gg
al-Ḥarīriyyīn

al-Qāhira 1/2はスルターンの私財；1/2は Zaynaddīn Abū 
Bakr b. Muzhirの私財，後にワクフ；Behrens-
Abouseif 1998b: no. 35

8 建物（

]

imāra）；
1/2

Ḫuṭṭ al-Hilāliyya
近くのḪuṭṭ
ad-Daǧǧāǧīng

al-Qāhira Behrens-Abouseif 1998b: no. 40

9 建物（makān）
（機織り場）

Bāb al-Qanṭara外，
Ḫuṭṭ al-Maqsim(?)

al-Qāhira 3. Ša

]

bān 885/ 8. 10. 1480購入；Behrens-Abouseif 
1998b: no. 42

10 建物（binā]）
（住居）

Ḫuṭṭ al-Azbakiyya al-Qāhira 26. D
�

ū al-qa

]

da 888/ 26. 12. 1483購入；Behrens-
Abouseif 1998b: no. 43

11 建物（binā]）
（住居）

Bustān Ibn Ṣayram al-Qāhira ḥikr地の上にたつ；15. Raǧab 889/ 8. 8. 1484購入；
Behrens-Abouseif 1998b: no. 27

12 建物（makān）
（住居）

Ḥārat Bahā]addīn al-Qāhira 30. Raǧab 889/ 23. 8. 1484購入；貯水池（ḥawḍ）
と給水場（sabīl）を除く；Behrens-Abouseif 
1998b: no. 29

13 建物（makān）
（住居）

Ḫuṭṭ Raḥbat al-
]

Īd al-Qāhira 28. Ša
]

bān 880/ 27. 12. 1475購入；
Behrens-Abouseif 1998b: no. 31

14 建物（binā]）
（住居）；1/2

Ḫuṭṭ al-Ḫurunfi š
(al-Ḫurštaf)

al-Qāhira ḥikr地の上にたつ：21. D
�

ū al-ḥiǧǧa 880/ 16. 4. 1476
購入；Behrens-Abouseif 1998b: no. 32

15 建物（makān）
（住居）

Ḥārat ar-Rūm 
as-Sufl ā

al-Qāhira 6. Ṣafar 879/ 22. 6. 1474購入；Behrens-Abouseif 
1998b: no. 38

16 建物（makān）
（住居）

Ḫuṭṭ al-Wazīriyya al-Qāhira 11. Rabī

]

I 889/ 8. 4. 1484購入；一部除外；
Behrens-Abouseif 1998b: no. 37

17 建物（makān）
（住居）

Ḫuṭṭ al-Wazīriyya al-Qāhira 7. Raǧab 889/ 31. 7. 1484イスティブダール
（istibdāl:交換・買い替え）で入手

18 土地（arḍ） Damšīt al-Ġarbiyya 2回のイスティブダールを通じて入手；TS: 78;
Halm 1979-82: 492

19 土地；7/48
（＝14/96）

Samadūn al-Minūfi yya うち 5/96は 2回のイスティブダールを通じて入手；
残りの 3/32（＝ 9/96）は国庫（bayt al-māl）に所属；
TS: 106; Halm 1979-82: 379

20 土地；1/2 al-QaššīšQ al-QalyūbiyyaQ 国庫に所属；TS: 9; Halm 1979-82: 334
21 土地；11/48 QulūsanāQ al-Bahnasāwiyya 国庫に所属；TS: 171; Halm 1979-82: 175
22 船；2 ― ― 私財
23 店舗（ḥānūt）；64 Madrasat 

Dimašq(?),城塞の
南

Dimašq 29. Ṣafar 883/ 1. 6. 1478購入

24 建物（

]

amā]ir）
（店舗等）；複数の
建物の各 1/2

Maḥallat/Ḫuṭṭ
Masǧid al-Qaṣab

Dimašq

25 村（qarya）；5/24
＋13/192(?)13）

SKYL(?) Ša

]

rā, Dimašq 20. Ǧumādā I 882/ 30. 8. 1477GG 私財として認定；さ
らに 1/16のディーワーン地（ḥiṣṣa dīwāniyya）

26 村 as-SMAQT(?)Q Ša

]

rā, Dimašq SKYL(?)の近く
27 村 Ḥunāk Ḥamā/ Ma

]

arrat
an-Nu

]

mān
イスティブダールで入手 ; 道路，モスク等を除く；
MB: II, 309-310; Dussaud 1927: 189
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て，以下のワクフ財が列挙される［32b-89b］。
第一ワクフのワクフ財と比べると，都市内
不動産の割合が大きく，また多くの物件が事
前に購入またはイスティブダール（istibdāl: 
交換ないしは買い替え）14）によってカーイト
バーイの私財となっているものであることが
指摘できる。なお，番号 25の村の一部は，
第一ワクフでもワクフ財とされているが（番
号 22），今回ワクフにされた部分とは別であ
るという［88b-89a］。その他，興味深いのは，
輸送用に 2隻の船がワクフ財となっているこ
とである［85b］15）。
収益は，第一，第二ワクフで定めた通り
に，前述のメディナの諸施設とカイロの給水
施設に関わる諸経費に充てられると書かれて
いるが［90a-91a］，具体的な数字は挙げら
れていない。また，このワクフの管理人には，
カーイトバーイがこれ以前に設定したワクフ
（awqāf-hu as-sābiqa）の管理人がなり―つ
まり，第一ワクフの管理人に関する規定がこ
のワクフにも適用されるということであろう
―，（その他の）規定（šurūṭ, sg. šarṭ）も
第一，第二ワクフと同様であるとされる［91a］。
続けて，カイロのḪuṭṭ ad-Daǧǧāǧīngg に
ある複合施設の建物（番号 7）の 1/2を所有
していたイブン・ムズヒル Zaynaddīn Abū 
Bakr Ibn Muzhir（893/1488年没）16）が，カー
イトバーイのメディナに対するワクフ（ダ
シーシャ・ワクフ）に協力することを申し出
たとして，その内容が記載されている。

1.4. イブン・ムズヒルのワクフ
イブン・ムズヒルは，官僚名家の出身者で，

秘書長を長く務めた。彼は 10. Ṣafar 888/ 
20. 3. 1483に設定したワクフを 28. Rabī

]

 II 
890/ 14. 5. 1485に［93b, 94b-95a］次のよ
うに変更したという。
ワクフ財は，前述の建物の 1/2であり，そ
の収益は，ワクフ財の維持費用を差し引いた
後，次の通り分配される［92a-93a］。
（1） カイロの al-Qarāfaにあるシャーフィ

イー廟に毎月150 dirham min al-fulūs17）

（2） カイロのフサイン廟に毎月 56 dirham 

min al-fulūs

（3） Waqf al-Irbilī(?) に毎月57＋1/2 dirham 

min al-fulūs

（4） ハラマインに毎月 65 dirham min al-

fulūs

（5） Waqf al-Ma ǧdiyya(?)に毎月 65＋1/2
dirham min al-fulūs

（6）Waqf aš-Šāwī(?) に毎月130 dirham min 

al-fulūs

管理人にはまず自分がなり，特に後継者を
指名しなかったような場合には，子孫のうち
最もふさわしい者か，そうでなければカイ
ロにある彼のモスク（ǧāmi

]

）の管理人がな
る［93a］。そして，以前に定められたこれ
ら以外の対象（具体的には不明）への支出が
取り消され，代わって余剰があった場合に，
それがカーイトバーイのメディナにおける給
食ワクフ（simāṭ ad-dašīša, qamḥ aṣ-ṣadaqa, 
ḫubz aṣ-ṣadaqa）に回され，カーイトバーイ
の第一ワクフの規定に従い，その管理に任さ
れることとされた［93b-94a］。

Behrens-Abouseifは，イブン・ムズヒル
が 886/1481年に一時スルターンの不興を買

13） 文書には，� qarārīṭ wa-�/� wa-�/� wa-�/� qīrāṭ wa-�/� qīrāṭ wa-�/� qīrāṭ min qīrāṭ min �� qīrāṭ
［88b］とあるが，なぜ �/� qīrāṭと �/� qīrāṭがこのように2度にわたって記されたのかは不明である。

14） イスティブダールについては注 55を見よ。
15） 船には名前が付けられており，1隻は Abū Salāma，もう 1隻は Abū as-Sa

]

ādātといい，大きい
方の船の長さが 29 ad

�
-ddd
�

irādd

]

an-naǧǧārī (ad-ddd
�

irādd

]

 bin-naǧǧārī)（約 22.5 m），もう一方の長さが 26 
ad
�

-ddd
�

irādd

]

 an-naǧǧārī（20.15m）であったという。Behresns-Abouseifは，これらの長さの単位を
dhirā

]

bukhārīとしているが［Behrens-Abouseif 1998a: 67］，誤りである。
16） 彼については，DL: XI, 88-89; NA: VIII, 119-120; BZ: III, 255; Martel- oumian 1991: 270-

272参照。
17）dirham min al-fulūsについては，Schultz 1998: 337-338参照。
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い，数人のアミールたちの執り成しとイブ
ン・ムズヒル自身がスルターンに付届けを
したおかげで許されたことをもとに［BZ:
III, 183-184］，このワクフの変更が強制
されたものではなかったかと推測している
［Behrens-Abouseif 1998b: 31］。たしかにこ
の変更が自主的だったとは考えにくいが，イ
ブン・ムズヒルが最初にワクフ設定を行った
のは 888/1483年であり，ワクフ条件の変更
の理由を 886/1481年の出来事に求めること
はできないであろう。

1.5. 第四ワクフ
第三ワクフを設定したのと同じ 24. Rabī

]

II 890/ 10. 5. 1485に［100b］カーイトバー
イはイスティブダールによって入手した次の
エジプトの 5物件を財源とするワクフも設定
した［96b-98b］。

1）上エジプト al-Asyūṭiyya県の Abū Tīǧ
（Bū Tīǧ）（TS: 186; Halm 1979-82: 91）にあ
る 3つの土地片，計 1,000 faddān（636.8 ha）

2） 上 エ ジ プ ト al-Bahnasāwiyya県 の
Sumusṭā（TS: 169; Halm 1979-82: 180）に
ある 2つの土地片，計 1,000 faddān

3）同 Ṭaršūb（TS: 169; Halm 1979-82: 182）
4）カイロ近郊（aḍ-D. awāḥī）の al-Marǧ(?)
に あ る 広 さ 45＋11/12(?) faddān18） の al-
Manṣūrīという名の果樹園（bustān）

5）下エジプト al-Qalyūbiyya県のSiryāqūs
（TS: 10; Halm 1979-82: 337）にある広さ
100 faddānの an-Nāṣirīnという名の果樹園
これらの収益は，メディナのアミールに

毎年エジプト産小麦を 1,000 irdabb（69,600
kg）送るために用いられ，代わりにメディナ
のアミールはその住民や滞在者から非正規税
（mukūs (sg. maks), maġārim (sg. maġram)）
を徴集しないように求められた。そして，も
し彼がそれに従わない場合は，小麦は彼では
なくカーイトバーイのメディナのワクフの支
出に回すようにと定められた。また余剰はメ
ディナの給食ワクフ（al-waqf al-muta

]

alliq 
bi-simāṭ al-Madīna）に回され，逆に収益が
不足する場合は給食ワクフから補填すること
とされた。管理人，事務長（mubāšir）など
のスタッフは先行するワクフで定めた通りで
あるという［98b-100a］。

1.6. 第五ワクフ
第 158葉表から第 197葉裏までには複数
回にわたるワクフ設定の内容がまとめて記さ
れており，それにしたがって，ここではそれ
らをまとめて第五ワクフとしておく。ワクフ
財について，第三ワクフの財源のひとつとさ
れた機織り場を含む建物（番号 9）をカーイ
トバーイは 24. Rabī

]

II 890/ 10. 5. 1485に
設定した自身の子孫のためのワクフ財とする
ことに変更する一方［158b-159b］，メディ
ナのワクフの財源として次表にある物件を加
えた［159b-183b, 196b］。
これらの物件のうち，番号 1から 10，番
号 14, 15, 17は 16. D

�
ū al-ḥiǧǧa 891/13. 12.

1486に， 番 号 19は 7. Muḥarram 893/23.
12. 1487にそれぞれワクフ財とされ19），889/
1484-85年20）に設定されたワクフの条件に従

18） 文書には，�/� faddān wa-�/� faddān wa-�/! ? faddānとあり，1/6(suds)のあとに続く語の判読
が難しい。さしあたり timm（全）と読み，1/6 faddānと同義と解釈しておく。

19） 

]

Abd al-Bāsiṭ b. Ḫalīl al-Malaṭī（920/1514年没）は，889年 ǦumādāGG II月/1484年 6-7月にアズ
ハル・モスクに建設された沐浴場（mīḍa]a）が完成し，メッカとメディナでダシーシャを分配す
るためのワクフにされたと伝えるが［NA: VII, 379-380］，これがワクフ財番号 1-3のいずれかに
相当するのかどうかはわからない。

20） 第 198葉表から 200葉裏に記載されている裁定認証文書（isǧāl ḥukmī）にも 889年とあるが
［198b］，文書集に 889年のワクフ設定文書は見られない。この年に作成されたが，文書集に収録
されていない文書があるのかもしれない。あるいは第一ワクフの設定された 888年，または第三
ワクフの設定された 890年の間違いの可能性も考えられる。なお，ワクフ設定文書に付随する裁
定認証文書や施行認証文書（isǧāl tanfīdī）については，Reinfandt 2003: 113-126が詳しい。
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第五ワクフのワクフ財

番号 物件；割合，数 所在地または地名 地域 備考
1 建物（binā]

al-makān）/家屋
（bayt）

Ḫuṭṭ al-Ǧāmi

]

al-Azhar
al-Qāhira もと az-Zaynī Mitqāl as-Sūdūnī

¯
の家屋；私財；

Behrens-Abouseif 1998b: no. 36

2 厩舎（isṭabl）と
住居（riwāq）

Ḫuṭṭ al-Ǧāmi

]

al-Azhar
al-Qāhira 番号 1に隣接；私財

3 廃墟（ḫirba）；2/3 Ḫuṭṭ al-Ǧāmi

]

al-Azhar
al-Qāhira 番号 1に隣接；私財

4 建物（amākin/]

imāra）
（店舗（ḥānūt），
隊商宿（wakāla）
等）；1/2

Ḫuṭṭ al-Ḫaššābīn, 
Bāb aš-Ša

]

riyya
al-Qāhira 私財；Behrens-Abouseif 1998b: no. 30

5 建物（amākin）
（店舗，厩舎等）；
1/2

Ḫuṭṭ ar-Rassāmīn al-Qāhira 私財；Behrens-Abouseif 1998b: no. 33

6 建物（makān）/
家屋（bayt）；1/2

Ḥawḍ Ibn Hanas al-Qāhira 一部は ḥikr地の上にたつ；もと as-Sayfī Ǧarbāšの
家屋；私財；Behrens-Abouseif 1998b: no. 41

7 建物（makān）
（店舗，隊商宿等）；
1/2

Ḥawḍ Ibn Hanas al-Qāhira 番号 6に隣接；私財

8 地区（nāḥiya） Sūhāy al-Iḫmīmiyya 国庫（bayt al-māl）に所属 (?)；TS: 190; Halm 
1979-82: 87-88

9 地区と村（kafr） Manyal 
]

Ayyāš al-ǦīziyyaGG 私財；TS: 146; Halm 1979-82: 227

10 土地（arḍ）；1/20 Minyat Rāḍī aš-Šarqiyya 私財；TS: 43; Halm 1979-82: 655

11 村（qarya）；3.5
faddān

Mannaġ

]

Azāz, Ḥalab 国庫に所属；MB: V, 213; Dussaud 1927: 479
(Minnigh)

12 家屋（dār）；1/2 Bāb Arba

]

īn, 
Ḥammām 
Uzdamurの近く

Ḥalab 国庫に所属

13 建物（binā]）
（住居）；1/2

Ḫuṭṭ Suwayqat 
as-Sabbā

]

īn/Ḥārat
as-Saqqā]īn

al-Qāhira 私財；Behrens-Abouseif 1998b: no. 47

14 地区；1/40 
(1/20?)

Ṭaḥā Nūb al-Qalyūbiyya 
/al-Minūfi yya

国庫に所属；TS: 12; Halm 1979-82: 338; 文書では
al-Minūfi yya県［182b］

15 地区 /土地；1/48 Irǧannūs/Irǧannūš al-Bahnasāwiyya 国庫に所属；TS: 160; Halm 1979-82: 162

16 村（kafr）；1＋1/4 
qīrāṭ

Ḥāmām(?) Ḥalab 国庫に所属

17 村（qarya）；
45/96

]

YTA(?) al-Biqā

]

国庫に所属

18 地区 /土地；1/60 Nawā al-Qalyūbiyya 国庫に所属；TS: 13-14; Halm 1979-82: 331

19 地区 /土地；1/20
＋aš-Šayḫ

]

Umar
b. Qadīdで知られ
る土地 5 faddān

Mūša al-Asyūṭīyya TS: 188; Halm 1979-82: 93-94
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うと定められた［196b］。また，13. Šawwāl
893/20. 9. 1488にもワクフ設定がされたと
あるが，物件は挙げられていない。この 13.
Šawwāl 893という日付は，カーイトバーイ
が自身の子孫のためにワクフ財の変更を行っ
た日ではないかと推測できるが，ここで言
及されない番号 18のNawāがワクフ財にさ
れた日である可能性もある21）。そして，9.
Rabī

]

 II 894/12. 3. 1489に残る番号 11, 12,
13, 16がワクフ財とされた。支出項目は次の
通りである。
（1）ワクフ財の維持管理費
（2）収益をエジプトへ，さらにスエズか
らメディナの外港であるヤンブゥ（Yanbu

]

）

およびメッカの外港であるジェッダへ輸送す
るのにかかる諸経費
（3）穀物貯蔵庫としての turba22）と sūr(? šūna?)
の監督（umanā], sg. amīn），見張り（ḥurrās,
sg. ḥāris），番人（ḫufarā], sg. ḫafīr），用務
員（qayyim）の給与
（4）カイロのḪuṭṭ al-Ḫaššābīnにあり，
ワクフ財番号 4近くの水車（sāqiya）の維持
管理費
（5）ワクフになっている隊商宿（wakālāt,

sg. wakāla）23）の門番の給与
（6）ダシーシャの調理やパンづくりにかか
る諸経費［184a-b］
ここでは具体的な金額は記されていない。
続けて，カイロにおけるスタッフの給与とメ
ディナにおける支出項目と支出額が列挙され
る［184b-193b］。まとめれば次表の通りで
ある24）。カイロのスタッフの給与は月額，単

位は dirham min al-fulūsで，メディナでの支
出は年額，単位は dīnār ẓāhirīまたは ašrafī

である25）。ここではじめて支出の細目が記さ
れているので，おそらくこの頃にマドラサ・
リバートの運営が本格的に始められたと考え
られる。
スーフィー（兼学生）たちについていえ
ば，彼らの中から 9人が選出され，うち 1
人がシャイフのためにコーランを用意する
者（ḫādim aš-šayḫ），1人がスーフィーたち
のコーラン配布人（ḫādim ar-rab

]

a），1人
がスーフィーの出欠を管理する書記（kātib
li-ġaybat aṣ-ṣūfi yya），残る 6人がコーラン
読誦者に任命されることが決められている
［187a-b］。しかし，それらの仕事に対する
給与がスーフィーとしてもらう給与に加えて
のものなのか否かは記述がなく，よくわから
ない。また，学生たちの法学派についての言
及も特にない。ただし，シャーフィイー派と
ハナフィー派の洗浄所（fasqiyya）が設けら
れていたというから［29a, 29b, 90a］，彼ら
は両法学派のどちらかに属していたのではな
いかと考えられる。
以上の支出の後に余剰があった場合，管
理人は不動産（

]

aqār）または土地を購入し
てワクフに加え，逆に収入が足りなかった
場合は給食とダシーシャに関わる経費，そ
れから管理人（nuẓẓār, sg. nāẓir: 管理補
佐を指すか），証人（大カーディー），職
員（mubāširīn），出納に携わる者（man
yatawallā istiḫrāǧ al-māl wa-qabḍ-hu wa-
ṣarf-hu）の給与を優先するようにと定めら

21） Amīnのカタログによれば，DW. 30にカーイトバーイの 13. Šawwāl ���付けワクフ設定文書が
含まれているという［Amīn ����: ��］。

22） 後述の第六ワクフのワクフ財のひとつ（番号 4）として，穀物貯蔵庫として利用された，カイロの
サフラー aṣ-Ṣaḥrā]にある turbaが挙げられており［208b］，ここで言及されている turbaと同じで
あると思われる。

23） メディナにおいてマドラサに隣接する複合施設のことを指すのか，ワクフ財とされている隊商宿す
べてのことを指すのかは不明である。

24） Behrens-Abouseif 1998a: 70-71も参照のこと。そこでは，メディナの大カーディー 4人の給与が
44 dīnārとなっているが，144 dīnārの間違いである。

25） dīnār ašrafīについては注 12参照。dīnār ẓāhirīは，ジャクマク（在位 842-57/1438-53年）の治世
中に鋳造されたディーナール金貨のことを指すと考えられる［Popper 1955-57: II, 50］。
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カイロのスタッフ

ポスト 給与（dirham・月額）
×人数

備考（職務など）

大カーディー 2,000×4 各法学派より 1人；証人（šāhid）を務める
アターベク（atābak al-

]

asākir） 3,000×1 管理補佐（nā]ib an-naẓar）；当時Uzbak/Azbak min Ṭuṭuḫ26）

官房長（dawādār kabīr） 3,000×1 管理補佐；当時 Aqbirdī min

]

Alī Bāy27）

秘書長（kātib as-sirr） 2,000×1 管理補佐；当時 Zaynaddīn Abu Bakr b. Muzhir（後述）

事務長（mubāšir） 2,000×1 当時 Badraddīn Abū al-Baqā] Ibn al-ǦīGG

]

ān（後述）

監督（šādd） 3,000×1 当時 Ǧānbulāṭ min Yašbak28）；後任は管理人（nāẓir）がカー
イトバーイの解放奴隷（

]

utaqā], sg.

]

atīq）から選出；後任の
給与は月額 2000 dirham

建物監督（šādd al-mustaḫraǧ wal-g

]

imāra） 1,000×1 ワクフ財の建物の維持運営の監督 ; 監督の Ǧānbulāṭが選出し，
それが不可能な場合には管理人がカーイトバーイの解放奴隷
から選出

貯蔵庫書記 /監督（kātib liš-šūna/ mubāšir 
aš-šūna）

1,000×1 事務長の Badraddīn Abū al-Baqā] Ibn al-ǦīGG

]

ān，あるいは管
理人が選出

書記（muwaqqi

]

） 500×1 ―
主計（šāhid） 750×2 ワクフ財の建物の維持運営を記録

メディナにおける支出

ポスト・用途 給与（dīnār・年額）
×人数

備考

マドラサのシャイフ 20×1 ―
マドラサのスーフィー /学生 6×30 ―
ハラム（al-Ḥaram aš-šarīf an-nabawī）のコー
ラン読誦者

24×1 ―

ハラムのコーラン管理者（ḫādim al-maṣḥaf）ff 10×1 ―
ハラムのコーラン配布人（ḫādim ar-raba

]

āt） 10×1 金曜日の集団礼拝時にコーランを配布，礼拝後回収する
図書係（ḫāzin al-kutub） 30×1 ―
マドラサのハディース読誦者 24×1 ブハーリー『サヒーフ』を Raǧab, Ša

]

bān月の間中，
Ramaḍān月の 27日間読誦

マドラサ付設コーラン学校の孤児 3×30 ―
コーラン学校教師（mu]addib） 20×1 ―
マドラサのムアッズィン 8×4 ―
マドラサのムアッズィン長（ra]īs） 8×1 4人のムアッズィンたちの中から選出？
マドラサの清掃人（farrāš） 10×2 ―
マドラサの沐浴場（mīḍa]a）の清掃人 8×1 ―
マドラサの向かいの清掃人（kannās） 4×1 ―
マドラサのランプ係（waqqād） 10×2 ―
マドラサの門番（bawwāb） 16×2 ―
マドラサの営繕係（muraḫḫim） 6×1 ―
マドラサの水回り管理者（sabbāk） 6×1 ―
マドラサとメディナのワクフ財の監督（šādd） 30×1 メディナにいる宦官（ḫādim ṭawāšī）から選出
貯水池（ṣahārīǧ, sg. ṣihrīǧ）充塡費 84 ―
給水場管理者（muzammalātī） 10×2 カーイトバーイの建設した 2つの給水場（sabīl）をそれぞれ

担当
ダシーシャ監督（amīn ad-dašīša） 16×2 ―
製パン所主計（šāhid al-maḫbaz） 16×2 パンの作成，分配を管理
倉庫監督（amīn al-ḥawāṣil） 16×1 ―
リバートのシャイフ 36×1 ―
ハラムのシャイフ 50×1 マドラサとリバートを管理
大カーディー 36×4 各法学派より 1人；証人（šāhid）を務める
会計（ǧābī, ṣayrafī） 12×1 ―
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れている［193b-194a］。管理人はカーイト
バーイが存命中は彼自身が務め，その後は，
さきのワクフ設定文書の規定に従うとある
［194a-b］。おそらく第一ワクフの規定と同
じと思われる。

1.7. バクタムル・アッサーキー家のワクフ
カーイトバーイは 29. Rabī

]

 I 893/13. 3.
1488付けの文書（murabba

]

）で，スルター
ン =ナースィル・ムハンマド（在位 693-94/
1293-94, 698-708/1299-1309, 709-41/1310-
41年）の寵臣バクタムル・アッサーキー
Baktamur as-Sāqī（733/1332年没）の一家
の Bayt al-Ḫāzinとして知られるワクフを自
身のワクフに組み入れたという。オスマン朝
によるエジプト征服後，最初のエジプト総督
に任命されたハーイルベクḪāyrbakが，そ
のことを 4人の大カーディーに確認させ，2.
Rabī

]

 II 926/22. 3. 1520に認証した［224a-
226a, 232b-233a］文書が収録されており，
それに含まれるワクフ設定文書の抄本によっ
て以下 5つのバクタムル・アッサーキー家の
ワクフについて知ることができる29）。
（1）スルターン財政長（nāẓir al-ḫāṣṣ）のカ
リーム・アッディーンKarīmaddīn 

]

Abd al-
Karīm b. Hibat Allāh（724/1324年没）30）が，
おそらくはナースィル・ムハンマドの命を受
けて，ダマスクス近郊 al-Marǧ aš-Šamālīg に
ある al-Mu

]

ayṣira(?)という名の土地（ḍay

]

a）
とカイロのǦazīrat al-Fīlにある7つの果樹園
（bustān），計 38＋3/8 faddān（ca. 24.4 ha）
を 14. Rabī

]

II 716/6. 7. 1316に，バクタム

ル・アッサーキー，その子孫，次いで解放奴
隷（

]

utaqā], sg. 

]

atīq）とその子孫，最後に
ハラマインに滞在する貧者たち（al-fuqarā]

wal-masākīn al-muǧāwirīn bil-Ḥaramayn）
のためのワクフの財源とした。管理人は，バ
クタムルの子孫，解放奴隷とその子孫が死
に絶えた場合は，ムスリムの裁判官（ḥākim
al-muslimīn）が務めることとされた［227b-
228b］。
（2）13. Muḥarram 721/12. 2. 1321の文書の
抄本によれば，ナースィル・ムハンマドは，
エルサレム県（

]

amal al-Quds）の村（qarya）
Taqū

]31）をバクタムル，その子孫，そしてハ
ラマインの貧者たちに金銭（naqd），食料
（qūt），衣服（kiswa）などを与えるための
ワクフにしたという。管理人を務めるのは，
まずバクタムル，次いでその子孫，解放奴隷，
そしてエジプトのシャーフィイー派裁判官と
定められた［226a-227a］。
実は，この文書の原本ないし謄本が，エジ
プト国立公文書館に所蔵されており（DW.
5/27），Muḥammad Muḥammad Amīnに
よって校訂されている（TN: II, 345-356）。
それによると，ナースィル・ムハンマドは
21. D

�
ū al-ḥiǧǧa 720/22. 1. 1321に Taqū

]

を
国庫から購入した後，カリーム・アッディー
ンを代理人とし，このワクフを設定したとい
う32）。ただし，BNF. ms. arabe 1118に収録
された抄本と，この原本ないし謄本（DW.
5/27）との間には若干の違いがある。抄本
にある Taqū

]

の四囲の記述は，DW. 5/27で
は省略されている。一方 DW. 5/27にのみ，

26） 904/1499年没。彼については，DL: II, 270-272; BZ: III, 411-413参照。
27） 904/1499年没。彼については，DL: II, 315; BZ: III, 421-422参照。
28） 906/1501年没。後にスルターン（在位 905-06/1500-01年）。彼については，DL: 62-63; BZ: III,

472 et al. 参照。
29） これらのバクタムル・アッサーキー家のワクフについては，最初に触れたように，その概要を

Behrens-Abouseif 2000が紹介している。バクタムル・アッサーキーやその一家についても同論文
参照。

30） スルターン財政長およびカリーム・アッディーンについては Little 1998参照。
31） MB: II, �"; Hütteroth/Abdulfattah: ��� (M���).
32） ただし DW. 5/27では，カリーム・アッディーンがワクフ設定者（wāqif）とされている。ff
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Taqū

]

またはその一部を賃貸に出す場合，期
間は 1年間で，それ以下でも以上でもないよ
うにせよとの規定が見える。また，抄本でワ
クフの対象として挙がっているのはハラマイ
ンの貧者たちまでであるが，DW. 5/27では，
それが不可能な場合，場所を問わず貧者たち
にワクフの収益を回すようにとされている。
（3）さらにナースィル・ムハンマドは，22. 
Ǧumādā I 728/4. 4. 1328GG に，同じくエルサ
レム県の Bayt Ǧālā/G// ˇālaと Bayt Laḥm（ベ
ツレヘム）の 2つの村をワクフ財とし，ま
ずそれらの収益を自身の子孫とバクタム
ルの子孫に，その後はムスリム捕虜の解
放（fi kāk asrā al-muslimīn），そして貧者た
ちに回すことにした。管理人は，子孫たち
（al-d

�
urriyya）33）の後，ムスリムの裁判官が

なるように定められた［227a-b］。
なお，ナースィル・ムハンマドは，バク
タムルの息子アフマド Šihābaddīn Aḥmad
のために下エジプト al-Qalyūbiyya県の
Siryāqūsの 1/6をワクフにしたというが
［TN: II, 371-372］，BNF. ms. arabe 1118の
中では言及されていない。このアフマドのワ
クフがカーイトバーイのワクフに組み入れら
なかったのは，その受益者としてハラマイン
や貧者が挙げられていなかったからだと考え
られる。一方 Siryāqūsの残る 5/6は，ナー
スィル・ムハンマドが 724/1324年に自身の
子孫やハラマインからの帰路の援助などを
目的とするワクフの財源としているが［TN: 
II, 377ff .］，いつの間にか国有地（国庫に所
属する土地）になったらしく，第一ワクフの
財源のひとつとなっている（番号 2）。
（4）バクタムルの妻カラージャQarāǧāは，

13. Ǧumādā II 748/20. 9. 1347GG に，以下に挙
げるカイロにある 6物件をまず自分自身，次
いでその子孫と解放奴隷34），最後にハラマイ
ン，そこに滞在する貧者たち，またハラマイ
ンの来訪者たちのためのワクフ財とし，管理
人をエジプトのシャーフィイー派裁判官に定
めた［230b-232b］。

1）町の中心部の Bayn al-Qaṣraynにある
funduq（隊商宿）［Behrens-Abouseif 2000: 
63, no. 1］

2）同じくḪuṭṭ al-Ḥarīriyyīnにある ǦKWA(?)
として知られた funduq。これは al-Maqrīzī
（845/1442年没）が言及するバクタムルの
建設した隊商宿（qaysāriyya）で Funduq 
ǦKW(?)と呼ばれているもの［MI: III, 
299/II, 90］35）に相当する［Behrens-Abouseif 
2000: 63, no. 2］

3）Bāb Zuwayla/Zawīla外のḪuṭṭ Bāb al-
Faraǧにある qaysāriyya。これはおそらく，
バクタムルの未亡人―カラージャであろう
―の再婚相手であるバシュタク Baštāk（742/
1341年没）36）が建てた qaysāriyyaに相当す
る［MI: III, 301/II, 91; Behrens-Abouseif 
2000: 63, no. 3］

4）城塞近くのḪuṭṭ Suwayqat al-

]

Izzīに
ある浴場。なお，その西側にはバシュタクの
所有した場所（amākin, sg. makan）があっ
たという［232a; Behrens-Abouseif 2000: 63, 
no. 4］

5）この浴場と同じ地区にあるパン焼き竃
（furn）［Behrens-Abouseif 2000: 63, no. 4］

6）北壁の外，Bāb al-Futūḥと Bāb an-Naṣr
の間にある qaysāriyya［Behrens-Abouseif 
2000: 63, no. 5］

33） おそらくナースィル・ムハンマドの子孫とバクタムル・アッサーキーの子孫が共同で管理にあたる
ように規定されていたと思われるが，詳細は不明である。

34） “
¯
tumma d

�
urriyat-hā wa-

]

utaqā]-hā a
¯
tlā

¯
tan”［232b］とあるが，“a

¯
tlā

¯
t”（1/3の複数）が意味する

ところは不明である。子孫たちに 2/3，解放奴隷たちに 1/3という意味だろうか。
35）ḪiḪḪ ṭaṭとして知られるMIの新刊本が Ayman Fu]ād Sayyidによって出版されたが，未だ Būlāq

版の方が普及していると考えられるので，両方の巻，ページ数を挙げておく。スラッシュの前が
Ayman Fu]ād Sayyid校訂本，後が Būlāq版のページ数である。

36） 彼については，さしあたりMI: III, 99-101/ II, 34-35参照。
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（5）バクタムルの息子アフマドの 2人の子で
あるウマル Zaynaddīn/Ruknaddīn

]

Umar
と Fāṭimaは，以下の 6物件のうち 2/3を前
者 が 19. Rabī

]

 II 756/3. 5. 1355に，1/3を
後者が 22. Rabī

]

II 756/6. 5. 1355にワクフ
財とした。収益はまず自分たち 2人が享受
し，没後は一部（ḥiṣṣa）を公益（ǧihāt al-
birr wal-qurubāt），一部を 2人の子孫と親戚
（aqārib），一部を 2人の解放奴隷とその子孫
に分配し，その後はハラマインの維持，清掃
（farš），ランプの燃料（waqūd maṣābīḥ），
ハラマインの来訪者に回すことにした。管理
人には，まずワクフ設定者の 2人がなり，彼
らの子孫と解放奴隷が絶えた後は，カイロの
シャーフィイー派裁判官がなることに定めら
れた［228b-230b］。

1）ホムスḤimṣのQārā（Dussaud 1927:
VI, B, 3?）にある土地（ḍay

]

a）
2）シャイザル Šayzarにある不動産（zūr?）37）

3）その近くにある不動産（zūr?）の土地
の 7/8

4）同じくシャイザルにある厩舎付き製粉
所の 23/24

5）ダマスクス近郊 al-Marǧ al-Qiblīg にあ
る ALBWYṢA(?)として知られるハラージュ
の村（al-qarya al-ḫarāǧiyya）の 13/24

6）カイロの Ǧazīrat al-Fīlにある土地の
7/8
この部分には，いくつか空白が見られ，文
言もかなり省略されている。Amīnのカタロ
グによれば，DW. 6/36はウマルの 19. Rabī

]

II 756付けワクフ設定文書ということであり
［Amīn 1981: 11］，原本ないし謄本だと考え
られる。バクタムル・アッサーキーの孫たち
のワクフについてさらに検討するには，DW.
6/36を参照しなくてはならないが，それは
今後の課題としたい。
さて，これら 5つのワクフ設定文書の
抄本に見られる規定から考えて，おそらく
893/1488年までにバクタムル・アッサー
キー家は絶えたのであろう。その後は，本来
なら文書に従ってムスリムの裁判官―おそ
らくいずれもエジプトのシャーフィイー派大
カーディーを指す38）―がこれらのワクフ
を管理すべきところ，カーイトバーイは自身
のワクフに取り込んだ。ハーイルベクが確認
したのは，その点で問題がないかどうかとい
うことであったと考えられる。

1.8. 第六ワクフ
15. D

�
ū al-ḥiǧǧa 895/30. 10. 1490に［210a-

b］さらに次の 5物件が加えられた［206b-
209a］。

1）19. Muḥarram 894/23. 12. 1488に購入
されたカイロのḤārat as-Saqqā]inにある浴
場とその向かいにある建物（binā]）それぞ
れ 1/2

2）23. Rabī

]

I 895/14. 2. 1490(?)に39）購入
されたダマスクス郊外Maḥallat Masǧid al-
Qaṣabにある浴場の 1/2

3）5. D
�
ū al-qa

]

da 895/20. 9. 1490に購入
されたカイロ郊外のḪuṭṭ Būlāqにある倉

37) “zūr”の意味はよくわからない。ただし，E. W. Lane, Arabic-English Lexicon, Edinburg 1863-93;
repr., Cambridge 1984に「ユダヤ教徒やキリスト教徒が座り，会話をする場所」という説明がある。
したがって，ユダヤ教徒やキリスト教徒が多く住む街区や村，あるいは彼らの家屋などを指すので
はないかとも考えられる。

38） マムルーク朝時代のエジプトには，シャーフィイー派大カーディーの管轄下に al-awqāf al-

ḥukmiyyaというワクフがあった。これは，ハラマイン，戦争捕虜の解放，救貧など公益を目的と
したいくつものワクフから成る，いわば公的基金だったと考えられる［Ito 2003: 51-55］。

39） 物件が購入された日付について，文書では 1単語分の空白に続いて“wal-

]

išrīn min šahr Rabī

]

I
a
¯
t-

¯
tāli

¯
t min šuhūr

]

ām ���”［208b, ll. 4-5］となっている。本来“wal-

]

išrīn”の前に来るべきは
ずの“a

¯
t-

¯
tāli

¯
t”が間違って月名（Rabī

]

 I）の後に書かれたのではないかと考えられる。しかし
“a

¯
t-

¯
tāli

¯
t”は，895年の月々の「第三番目（の月）」Rabī

]

 Iという意味である可能性もあり，その場合，
日付は Rabī

]

I月 21から 29日のいずれか不明である。
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庫（ḥawš, šūna）（Behrens-Abouseif 1998b: 
no. 45）

4）21. D
�
ū al-qa

]

da 881/7. 3. 1477に購入
されたカイロのサフラー aṣ-Ṣaḥrā]にある
穀物貯蔵庫である turba（Behrens-Abouseif 
1998b: no. 46）

5）スルターンの私財とされる下エジプト
al-Ġarbiyya県の Santamāya（TS: 81; Halm 
1979-82: 573）
以上のように，カーイトバーイは 888/

1483年から 895/1490年の間に複数回にわ
たってハラマイン，特にメディナにおけるダ
シーシャやパンの分配を目的とするワクフを
設定した。また，その間にイブン・ムズヒル
のワクフの一部とバクタムル・アッサーキー
家の Bayt al-Ḫāzinというワクフがこれに組
み入れられたのであった。
なお，BNF. ms. arabe 1118とほぼ同内容
だと考えられる文書集が，カイロのワクフ省
に所蔵されていた（WA. 885 qadīm）よう
である［Amīn 1981: 175］。Amīnの注記に
よれば，この文書集は 24. Ṣafar 888から 9. 
Rabī

]

II 894までの複数のワクフ設定文書を
含み―したがって前述の第六ワクフは記載
されていないのかもしれない―，1956年
来カイロのタフリール広場にある合同庁舎
（Muǧamma

]

at-Taḥrīr）内の訴訟課（Qalam 
qaḍāyā al-ḥukūma）にあるという。また，
この文書中に含まれている 9. Rabī

]

II 894の
文書を，Ḥusnī M. Ḥasan Nuwayṣirが 1975
年にカイロ大学に提出した未公刊の博士論文
の中で校訂したらしい。さらに

]

Abd al-Laṭīf 
Ibrāhīmが，カーイトバーイのメディナにお
ける建築活動に触れる際に，この文書集を参
照している［Ibrāhīm 1961b: 397］。しかし

管見の限り，この文書集に言及したり，これ
を利用したものはほかにない40）。利用が困難
であるのか，あるいは行方不明になった可能
性もある。この文書集の所在を調査した上で，
BNF. ms. arabe 1118と比較検討することも
今後の課題である。

2. ダシーシャ・ワクフの分析

それでは，BNF. ms. arabe 1118から得ら
れた以上のデータに加え，他の資料も利用し
て，カーイトバーイのダシーシャ・ワクフを
分析しようと思う。

2.1.  カーイトバーイのハラマインへの関心
とダシーシャ・ワクフ設立の経緯

カーイトバーイは，ハラマインの保護に多
大な関心を寄せていた。即位当初には早速，
メッカに使いを送り，非正規税（mukūs, sg. 
maks）の廃止を命じ［IA: 223］，その後も
メッカおよびその周辺でモスクなどを建築
または修築したり，聖モスク（al-Masǧid al-
Ḥarām）に説教檀を寄贈したりした41）。

882/1477-78年には，商人イブン・アッザ
ミンŠamsaddīn Muḥammad b.

]

Umar Ibn az-
Zamin（897/1492年没）42）とスンクルSunqur 
al-Ǧamālī（902/1497年没）43）に命じて，メッ
カの聖モスクの側に自身の名を冠したマドラ
サ，リバート，コーラン学校（maktab）か
ら成る複合施設をイスティブダールによって
獲得した Ribāṭ as-Sidraや Ribāṭ al-Marāġī
などの跡地に建設させ始めた。884/1480年
に開設されたそのマドラサでは 4法学派か
ら各 1人の教授の下，全部で 40人の学生が，
また 1人のコーラン教師の下で 40人の孤児

40） 冒頭で触れたように Petryも，またマムルーク朝時代のハラマインに対するワクフを総合的に論じ
た Aḥmad H. A. Badršīnī（Badršīnī �$$�）も，この文書を取り上げていない。

41） カーイトバーイのメッカとその周辺における建築・修築活動や寄贈などの支援活動については，
Newhall 1987: 232-237にまとめられている。DL: 206-207; IA: 223-225も参照のこと。

42） 彼については，DL: VIII, 260-262; TL: II, 555参照。
43） 彼については，TL: I, 429-430; DL: III, 273参照。
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が学んだほか，コーラン読誦者 6人，コー
ラン管理人，ブハーリー『サヒーフ』の読
誦者，ムアッズィン，門番などが雇われて
いたという。この複合施設のために，メッ
カに建設された住居（rubū

]

, sg. rag

]

）や家
屋（dūr, sg. dār）から得られる金（d

�
ahab）

約 2,000（dīnār）が割り当てられ，エジプ
トの村（qurā, sg. qarya）や土地（ḍiyā

]

, sg.
ḍay

]

a）もワクフ財とされた［IA: 225-226,
235; Mortel 1997: 249-250; Mortel 1998: 48;
Newhall 1987: 235-236］。また，ここでもエ
ジプトから運ばれた穀物でつくったパンやダ
シーシャが分配されたという［DL: VI, 207;
IA: 226］。
以上からすると，メッカに対しても，メ
ディナを主要対象とするダシーシャ・ワクフ
と同規模のワクフが設立されたと考えられる
が，その後の運営はうまくいかなったようで
ある。An-Nahrawālī（990/1582年没）は，
彼の時代には既にワクフ財が浸食されてしま
い，マドラサはエジプトから巡礼に来たア
ミールたちの宿泊所になり，寄贈された本
の多くが失われたと記す［IA: 225-226, 211;
Newhall 1987: 236-237; Mortel 1997: 250;
cf. Faroqhi 1994: 106］。
一方メディナでも，カーイトバーイの
命で 879/1474-75年と 881/1476年に預言
者モスクの改修が行われ，881/1476-77年
から 884/1479-80年にかけて預言者廟（al-
Ḥuǧra）に燭台が次々と寄贈された［WW:
II, 381-383, 396, 358-360］44）。また，同じ頃
にカーイトバーイのマドラサの建設準備が始
められたらしい。イブン・アッザマンがその

ために購入した地所の住人が，住まいの取
り壊しを支持するメディナのカーディーを
882/1478年に殺害する事件が起こっている
［BZ: III, 145; NA: VII, 207; WW: III, 39;
II, 402; DL: IX, 102-103］。この事件のため
に，メディナにおけるマドラサの建設はしば
らく滞ったようである。
カーイトバーイの関心が本格的にメディナ
に向けられるのは，彼が 884/1479-80年に
メディナ，メッカを訪れてから後のことであ
る45）。カイロに帰還した彼は 885年 Rabī

]

 I
月/1480年 5月，預言者生誕祭の宴席の後，
集まった高官たちを前にメディナに対する
ワクフを設立する旨，イブン・ムズヒルを
通じて明らかにした。イブン・ムズヒルは
60,000 dīnārを載せた盆とともに現れ，次の
ように言った。「（陛下は）先年巡礼をされて，
メディナの民が飢えているのをご覧になり，
ご自身の財産からこれだけの額を出され，そ
れによって土地（bilād）を買い，高貴なる
メディナのハラムとそこに住む者たちのため
のワクフとし，貧者，困窮者，住民，来訪者
たちに毎日パンとダシーシャをつくるように
と定められたのである」。カーイトバーイは，
この金を大カーディーに預けてワクフ財を調
達させようとした。しかし彼らは皆それを受
け取らず，高位のアミールたちも次々と断っ
た［IH: 479-481; cf. NA: VII, 255; BZ: III,
164-165］46）。そして，aṣ-Ṣayrafī（900/1495
年頃没）によれば，結局半額が武器長（amīr
silāḥ）―当時ヤシュバク Yašbak min
Mahdī（885/1480年没）47）―に，残りの半
額が金庫長に委ねられたという48）。さきに触

44） その他カーイトバーイのメディナにおける建築・修築など支援活動については，TL: II, 382-383;
DL: VI, 207; Newhall 1987: 237-243; 長谷部 2008も参照のこと。

45） このメディナとメッカ来訪の様子については，IA: 229-236; WW: III, 36-40; TL: II, 382-383に
詳しい。メディナ参詣については，長谷部 2008: 235-237も参照のこと。

46） IHのこの記事は，校訂本では 877/1472-73年のものとされているが，間違いである。
47） 彼は，この後まもなくアクコユンル朝に対して遠征したが，捕えられて殺害された。彼については，

DL: X, 272-274; BZ: III, 173-174参照。なお，伊藤 2009bで挙げるのを忘れたが，彼がアレキサ
ンドリアに建設した要塞（burǧ）に対する 9. Rabī

]

II 885/18. 6. 1480付けのカイロのワクフ省蔵ワ
クフ設定文書（WA. !! ǧadīd）が

]

Abd al-Laṭīf Ibrāhīmによって校訂されている（“Min wa
¯
tā]iq 

at-ta]rīḫ al-

]

arabī”, Maǧallat Ǧāmi

]

at al-Qāhira bil-ḪarḪḪ ṭūm 2 (1971), 1-111）。
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れた通り BNF. ms. arabe 1118には，第二ワ
クフのワクフ財が金庫長バルスバーイ・アル
マフムーディー（890/1485年没）を通じて
購入されたとあり，aṣ-Ṣayrafīの記述を裏付
けている。
このバルスバーイは，カーイトバーイの
信任が厚く，カイロの al-Qarāfaにあるスル
ターンの墓廟コンプレックスに対するワクフ
の管理人だった。また彼の死後，Barsbāy al-
Ḫāzindār（897/1492年没）というスルター
ンのマムルークがメディナのワクフの管理を
任されたということなので［DL: III, 10］，
墓廟コンプレックスのほか，ダシーシャ・ワ
クフの実際の管理も担当していたと考えられ
る49）。
とにかく，こうして 885/1480年よりダシー
シャ・ワクフ設立の準備が始められ，カイ
ロのḪuṭṭ Bāb an-Naṣr, al-Bunduqāniyyīn, 
ad-Daǧǧāǧīn, al-gg Ḫaššābīnで住居などの建築
が命じられた［NA: VII, 255; BZ: III, 165］。
それらは第三ワクフのワクフ財（番号 5-7）
と第五ワクフのワクフ財番号 4に相当すると
思われる50）。その他，BNF. ms. arabe 1118
によれば，第一ワクフのワクフ財番号 1，第
三ワクフ番号 9がカイロにおいてこの年に購
入されたものであり，またメディナでも第三
ワクフ番号 1が同年に購入されている。
ところが，13. Ramaḍān 886/5. 11. 1481
に落雷による火災のために，メディナの預
言者モスクが大きな損害を受けた［WW: II, 
413-420; NA: VII, 297-298; BZ: III, 187］。
そのことを知ったカーイトバーイは，預言者
モスクの再建を神によって自身に与えられた
名誉ある使命と考え，メッカで建築活動にあ

たらせていたスンクルを 100人以上の職工
と 20,000 dīnārとともにメディナに向かわ
せ，さらにイブン・アッザミンも 300人以
上の職工，200頭以上の駱駝，100頭以上の
ロバともに派遣したという［WW: II, 420-
421; NA: VII, 309］。
預言者モスクの再建が終わりに近づいた
ところで，マドラサとリバートの建設が始
められ，合わせて第三ワクフの設定文書で
記述されている浴場（ḥammām）や隊商宿
（wakāla）なども建造された［WW: II, 424-
426; TL: II, 382］。As-Samhūdī（911/1506
年没）によれば，浴場のたつ土地は Bāb as-
Salāmにある沐浴場（mīḍa]a）の管理人か
ら賃貸したものであり，隊商宿は以前に―
おそらく 881/1476-77年頃―購入された
ものであるという［WW: II, 425; cf. III, 
39］。マドラサについては，その窓がハラム
領域（預言者モスクを中心とする領域）を臨
むことが問題とされ，ウラマーの意見が分
かれたが［NA: VII, 321-322; BZ: III, 196］，
結局そのまま建設された51）。
預言者モスクの再建とカーイトバーイの
マドラサの建設が終わると，889/1484年末，
巡礼団に同行したイブン・アルジーアーンら
がメディナに赴き，規定通りパンとダシー
シャを分配した［WW: II, 426-427; NA: VII, 
391; BZ: III, 211］。マドラサの監督（šādd）
としては宦官 Ṣandal al-Hindīが派遣された
［TL: I, 458］。こうして，預言者モスク再建
のために約 100,000 dīnārが費やされたとも，
預言者モスク再建とマドラサ建設のための
総工費が 120,000 dīnārだったとも伝えられ
る［NA: VII, 299; BZ: III, 188; TL: II, 382; 

48） 一方

]

Abd al-Bāsiṭ b. Ḫalīl al-Malaṭīは，半額がヤシュバク，もう半額がスルターンの管理下に入っ
たという。

49）Barsbāy al-Ḫāizindārについては，BZ: III, 287参照。
50） カイロの Bāb an-Naṣrに近い隊商宿（第三ワクフ番号 5）には碑文が付されており，それによって

もこの建物がメディナでパンやダシーシャなどを分配するためのワクフの財源になったことがわか
る［CIA: 493-500; Behrens-Abouseif 1998a: 66］。なお

]

Abd al-Bāsiṭ b. Ḫalīl al-Malaṭīは，Ḫuṭṭ
al-Bunduqāniyyīnではワクフ財の建設が 887/1482年にも始められたと記す［NA: VII, 314］。

51） このマドラサの建築については，Behrens-Abouseif 1999も参照のこと。
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WW: II, 428］。それを賄うためでもあった
のだろう，既に見たように BNF. ms. arabe
1118によれば，以後もカーイトバーイは次々
とワクフ財を追加していった。なお，マド
ラサのミナレットとドーム（qubba）には構
造上問題があり，その間の 891-92/1486-87
年に Šāhīn al-Ǧamālīによって建て替えられ
なければならなかったという［TL: II, 438;
WW: II, 428-429］。

2.2. 財源
BNF. ms. arabe 1118に記載されたワクフ
財を，その所在地と種類によって第一ワクフ
から第六ワクフまで分類して整理すれば，上
の表の通りである。
このように，地域的にはエジプトの物件が

8割近くを占め，物件の種類では土地や村が
多い。その意味では，ほとんどのワクフ財
がエジプトの土地である第一ワクフがダシー
シャ・ワクフの財源の性格を代表するものと
いえるであろう。その後は，バランスをとる
かのように，カイロの都市内不動産やシリア
およびメディナの物件が財源に加えられてい

る。
叙述史料は，前述のように，これらワク
フ財調達のためにカーイトバーイが 60,000
dīnārを用意したと伝える。Ibn Iyās（930/
1524年没）が伝えるところによれば，それ
はカーイトバーイの私財からのみ出たもので
あった［BZ: III, 165］。しかしそれなら，カー
ディーやアミールたちがこの金を預かるのを
拒否したのは，なぜだろうか。これでは足り
なかったのか，もしくは実際には出所が怪し
かったのだろうか。そういうこともあったか
もしれないが54），そればかりでなく，彼らは
ワクフ財の調達に際して生じるであろう困難
を避けたようとしたのではないかと思われ
る。Aṣ-Ṣayrafīは，イスティブダールの問題
に触れ55），このときスルターンがハナフィー
派カーディーに向かって「そなたが信頼する
者を派遣し，土地（balad）を調べるまで我々
はイスティブダールをすることはない。もし
そなたが交換してもよいと思ったら，そうせ
よ，そうでなければしないように」と言っ
たと記す［IH: 480-481］。BNF. ms. arabe
1118には，イスティブダールや購入によっ

ワクフ財の内訳

第一 第二 第三52） 第四 第五 第六 計
エジプトの土地 20 ― 4 5 7 1 37
カイロの都市内不動産 1 2 13（－1）53） ― 8 3 27（－1）
シリアの村・土地 3 ― 3 ― 3 ― 9
シリアの都市内不動産 ― ― 2 ― 1 1 4
メディナの果樹園 ― ― 3 ― ― ― 3
メディナの都市内不動産 ― ― 3 ― ― ― 3

計 24 2 28（－ 1） 5 19 5 83（－1）

52） メディナのカーイトバーイのマドラサと同じ敷地にたつ店舗および浴場を加え，船（番号 22）を
除く。

53） 第三ワクフのワクフ財番号 9が，第五ワクフ設定時に別のワクフの財源となる。
54） カーイトバーイが逼迫した国家財政に苦慮していたこと［Petry 1994: passim; 五十嵐 2011: esp.

125-142参照］からすると，この 60, 000 dīnārがすべて私財から出たとは考えにくい。
55） この点については，Behrens-Abouseif 1998a: 63; Behrens-Abouseif 1998b: 33も参照のこと。ワ

クフ財にされた物件は原則として設定された目的に永久に充てられることになっており，その売買
など取引は許されないが，収益をあげなくなった場合，それを別の物件と交換ないし買い替えるこ
と（イスティブダール）が次第に認められるようになった。しかし，イスティブダールの濫用がし
ばしば生じたので，これに反対する法学者も少なくなかった。イスティブダールについては，松田
2010: 207-221も参照のこと。
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て得られたもの，新築されたもののほか，国
庫に属する物件も少なからず見られる。また，
文書の中には記されていないが，没収された
物件もあった。カイロのアズハル・モスクの
近くにあった宦官Mitqāl as-Sūdūnī as-Sāqī

¯
（895/1489-90年没）の家（第五ワクフ番号 1）
は，彼が 889/1484年にメッカに追放され
た際に没収されたものであるという［DL: 
VI, 239-240, 210; cf. NA: VII, 391; BZ: III, 
211］。つまり，ワクフ財の調達はさまざま
な手段で，ときに強引に進められたようであ
り，イスティブダールだけでなく，その際に
生じる問題や反発を高官たちが避けようとし
たことは十分考えられる。
ここで特に注意すべきは，国庫に属する物
件（主に国有地）がそのままワクフ財にされ
たと文書に明記されていることである。それ
は，カーイトバーイのカイロの墓廟コンプ
レックスを主対象とするワクフにもあてはま
る［Mayer: 59-60］56）。ワクフ財は原則とし
て設定者個人の私財でなければならなかっ
た。また，国有地をワクフ財にしていけば，
国家財政を圧迫することになる。したがって，
国有地をワクフ財にしてもよいかどうかは，
しばしば議論された問題だった。しかし実際
には，国有地のワクフ化はマムルーク朝後期
には珍しいことではなくなっていた。文書に
国庫に属する物件がワクフ財にされたと明記
されている理由のひとつは，それがもはや慣

習となっていたからであろう57）。あるいは，
明記することで，疾しいところはないと表明
しようとしたのかもしれない。またこの場合
は，ハラマインというムスリムにとっての公
益を対象としているので，国庫財産をワクフ
財とすることに対する法的または心理的抵抗
が大きくなかったとも考えられる58）。
エジプトの土地については，原本が 880-

83/1475-78年の間に作成されたと推定され
ている，TSという調査記録がある59）。編纂
者 Šarafaddīn Yaḥyā b. Šākir Ibn al-Ǧī

]

ān
（885/1480年没）は，イブン・アルジーアー
ン Badraddīn Abū al-Baqā] Muḥammadの
父親でもある60）。この TSと BNF. ms. arabe 
1118とを比べると，いくつかの違いに気づ
く。TSによれば，Badawayh（第一ワクフ番
号 8）はアミール Lāǧīn agg ẓ-Ẓāhirī（886/1481
年没）61）のワクフ［TS: 50; Halm 1979-82: 
707］，Ṭaršūb（第四ワクフ番号 5）はヤ
シュバクのワクフ［TS: 169; Halm 1979-82: 
182］である。一方BNF. ms. arabe 1118では，
Badawayhは国有地であり［7b］，Ṭaršūb
もおそらくそうであった［98a］。どうやら
これら2つの地区は，既に触れたSiryāqūs（第
一ワクフ番号 2）のように，ダシーシャ・ワ
クフに組み入れられる前に，一旦国庫に返還
されたようである。なお Siryāqūsは TSで，
1/2がスルターン直轄財源であるザヒーラ
（ad

�
-d
�
aḫīra）62），1/2がバクタムル・アッサー

56） この箇所は，ワクフ設定文書（WA. ��! qadīm）の pp. 112-114に相当する .
57） カーイトバーイのワクフに国有地が購入されることなく組み込まれたことについては，Amīn 1980: 

302も参照のこと。国有地をワクフ財としている例としてはスルターン =ジャクマク（在位 842-57/
1438-53年），イーナール（在位 857-65/1453-61年）のものが知られており［五十嵐 2011: 82; 
Reinfandt 2003: 35］，バルクーク（在位 784-91/1382-89, 792-801/1390-99年）もそうではなかっ
たかと推測されている［五十嵐 2011: 82-83］。このようにして国有地のワクフ化が進展するのに伴
い，これを irṣrr ādとして本来のワクフとは区別しつつも法的に容認するようになっていったが，そ
れについては，Cuno 1999; 五十嵐 2011: 215-233参照。

58） なお，888/1483年にシャーフィイー派大カーディーが何度かハラマインのワクフに関してスルター
ンを問い質したという［NA: VII, 336, 345-346］。ただし，そこで問題になったのが，カーイトバー
イのダシーシャ・ワクフなのか，シャーフィイー派大カーディーの管轄下にあるハラマインに対す
るワクフを含む al-awqāf al-ḥukmiyyaなのかは不明である。

59） TSについては，熊倉 2010参照。
60） 彼については，DL: X, 226-229; Martel- oumian 1991: 297-298参照。
61） 彼については，DL: VI, 232-233; Halm 1979-82: 97参照。
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キーのワクフだったとされているが［TS:
10; Halm 1979-82: 337］，この割合は不正確
である。前述したが，BNF. ms. arabe 1118
にもあるように［6a; cf. TN: II, 371-372］，
ナースィル・ムハンマドが 724/1324年に自
身の子孫などのためのワクフ財にし，後に国
庫に返還されたと考えられるのは同地の 5/6
であり，残り 1/6がバクタムルの息子アフマ
ドのワクフ財とされたのであった。
その他，TSでは Ǧalf（第一ワクフ番号 7）
がカーイトバーイのワクフ［TS: 165; Halm
1979-82: 156］―ただし対象は不明―，
Sūhāy（第五ワクフ番号 8）がカーイトバー
イの私財とあるが［TS: 190; Halm 1979-82:
87-88］，BNF. ms. arabe 1118ではどちらも
国庫に属していたとされる［7a-b, 183b］。
TSはエジプト全土という広大な地域をカ
バーし，編纂されたものであるから，TSに

記載される情報の方が，故意か不注意かはと
もかく，間違いではないかと思われる。それ
にしても，これらの例から，土地の権利関係
がかなり錯綜していたことが窺える。
さて，エジプトにおけるダシーシャ・ワク
フのワクフ地の地域分布を整理すれば，上の
表の通りである63）。
カーイトバーイのカイロの墓廟コンプレッ
クス等を対象とするワクフ（以下，墓廟ワク
フ）の財源とされたエジプトの土地について
は，Petryが分析している。その結果［Petry 
1998: 102, 110-111］と比較すれば，全体と
して各地に分散しており，特定の地域に集中
していないという傾向は同じであるが，相違
点も見られる。最も顕著な違いは，墓廟ワク
フでは上エジプトの物件が 33件中 5件しか
ないのに対して，ダシーシャ・ワクフでは
37件中 17件と半数近いことである。さらに，

エジプトにおけるワクフ地

県 物件内訳64） 物件数 イブラ

]

ibra（dīnār ǧayšīgg ）65）

ad-Daqahliyya 1(1) 1  3,500
aš-Šarqiyya 1(1)＋1(5) 2  2,350
al-Ġarbiyya 1(1)＋1(3)＋1(6) 3  8,300
al-Buḥayra 3(1) 3  2,340
al-Minūfi yya 2(1)＋1(3) 3  7,310
al-Qalyūbiyya 2(1)＋1(3)＋1(4)＋2(5) 6  8,979
al-ǦīziyyaGG 1(5) 1   833
カイロ近郊（aḍ-D. awāḥī） 1(4) 1   242
下エジプト（小計） 20 33,854
al-Fayyūmiyya 1(1) 1  7,000
al-Bahnasāwiyya 4(1)＋1(3)＋2(4)＋1(5) 8 35,001
al-Ušmūnayn 2(1) 2  3,775
al-Asyūṭiyya 2(1)＋1(4)＋1(5) 4  4,561
al-Iḫmīmiyya 1(1)＋1(5) 2 13,821
上エジプト（小計） 17 64,158
総計 37 98,012

62） ザヒーラについては，五十嵐 2011: 92-124参照。
63） Al-Minūfi yya県 Samadūn（第一ワクフ番号 3，第三ワクフ番号 19）と al-Asyūṭiyya県Mūša（第

一ワクフ番号 17，第五ワクフ番号 19）はそれぞれ 2回ずつ数えている。また，第四ワクフ番号 5
の al-Qalyūbiyya県 Siryāqūsにある果樹園は，第一ワクフ番号 2に含まれていないものとして別
に数えている。

64） 括弧内の数字は，第何番目のワクフでワクフ財にされたのかを示す。
65） 小数点以下は四捨五入している。
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イブラ（税収額）を見ると，ダシーシャ・ワ
クフの場合，総額の約 2/3が上エジプトの土
地のイブラが占める。これには，ハラマイン
に送られる小麦が上エジプト産であることを
定めた第一ワクフの規定が関係しているので
あろう。また，下エジプトが現金納だったの
に対し，上エジプトは現物納だったので［SA: 
III, 453-455; 佐藤 1986: 359］，上エジプト
でとれた小麦のほとんどは，おそらく換金さ
れることなく，ハラマインに輸送されたと考
えられる66）。
カイロの都市内不動産については，前述の
通り Behrens-Abouseif 1998bが分析し，墓
廟ワクフのワクフ財に比べ，後に設定された
ダシーシャ・ワクフのワクフ財はカイロの商
業的中心部に位置する商業施設が多くなると
指摘する。ただし，第三ワクフのワクフ財番
号 13-15は 879-80/1474-76年の間に購入さ
れたものであり，墓廟ワクフの設定が始めら
れた時期と重なることには注意が必要であろ
う。

2.3. 収支
カーイトバーイのエジプト，エルサレム，
ガザの諸施設の支出と，それらに設定され
たワクフ財からの収益をそれぞれ算出した
Petryは，規定された支出の総額が収入総額
のせいぜい 1割であるとし，その莫大な余剰
がスルターンによって私的に流用されたので
はないかと推測した［Petry 1994: 199-200］。
それなら，ダシーシャ・ワクフはどうであろ

うか。
収入については，都市内不動産およびシ
リアの物件から得られる収益は不明なので
考慮に入れず，エジプトの土地のイブラを
もとに計算してみよう。その際，イブラの単
位 dīnār ǧayšīgg を何 dīnār（ašrafī）に換算する
かが問題である。Petryは，1 dīnār ǧayšīgg を
4/5 dīnārとしている［Petry 1994: 212-213 n. 
27］。Šarafaddīn Yaḥyā Ibn al-Ǧī

]

ānは当時
イブラは実質的な意味を失い，10,000 dīnār 

ǧayšīgg といっても 1,000 dīnār ǧayšīgg と比較し
て（10倍ではなく，単に相対的に）違うだ
けだと述べている［TS: 3; Halm 1979-82: 
41］。また，土地の購入価格を考えても67），
Petryの想定する dīnār ǧayšīgg の値は高過ぎる
ように思われる。しかし，さしあたりこの換
算率に基づくと，さきの表にあるように，ワ
クフ地のイブラの総額は 98,012 dīnār ǧayšīgg

なので，年間収入は 78,410 dīnārとなる。
支出は，第一，第四ワクフで挙げられて
いる小麦の量と，第五ワクフで具体的な数
字が挙げられている人件費などを考えるこ
とにする。さきに述べたように，上エジプト
でとれた小麦のほとんどは換金されなかった
と思われる。また，小麦の価格は変動が激し
く，1 irdabb（69.6 kg）が 7 dīnārになるこ
ともあれば，1/3 dīnārまで下がることもあっ
た［Ashtor 1969: 292］。しかしとりあえず，
15世紀における小麦の標準的な価格であり
［Ashtor 1969: 294］，かつ計算しやすいよ
うに，1 irdabbを 1 dīnārとしよう。すると

66） カーイトバーイがダミエッタに建設したマドラサには，上エジプトから小麦が輸送されるように規
定されていた［長谷部 2004: 74-75］。

67） カーイトバーイは 29. D
�
ū al-qa

]

da 855/23. 12. 1451に al-Ġarbiyya県の Salamūnの 26.7%を 1,100 
dīnārで購入したという［Petry 1994: 198］。Salamūnのイブラは 2,500 dīnār ǧayšīなので［TS: 
80; Halm 1979-82: 568］，その 26.7%から見込まれる収入は，1 dīnār ǧayšīが 4/5 dīnārとして，
534 dīnārであり，購入金額はその 2年分少々ということになる―なお，Amīn 1981: 24によれば，
この売買文書（DW. 18/111）の日付は 29. ではなく 19. D

�
ū al-qa

]

da 855であるという―。また，
カーイトバーイが 25. Šawwāl 874/27. 4. 1470に al-Ušmūnayn県Udmūの 1/2を購入した際に
は，1,500 dīnārを支払っている［Ibrāhīm 1961a］。Udmūのイブラは 1,500 dīnār ǧayšī［TS: 174; 
Halm 1979-82: 137-138］，同様に計算すると，その 1/2からの収入は 600 dīnār，購入金額はその 2.5
年分となる。これでは，地価があまりに安くはないだろうか。なお，15世紀半ばには 1 dīnār ǧayšī

は 2/3 dīnārだったという計算もある［Reinfandt 2003: 88-89］。
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第一ワクフでハラマインに計 8,100 irdabb，
第四ワクフでメディナのアミールに 1,000
irdabbの小麦を送ることになっているから，
9,100 dīnārとなる。また，メディナにおけ
る支出年額は，合計でちょうど 1,000 dīnār

である。カイロでの人件費は，1 dīnārを
300 dirham min fulūsとして［Ashtor 1969:
278, 279; Petry 1998: 213 n. 30］，年額がや
はりちょうど 1,000 dīnārとなる。以上で年
間支出は計 11,100 dīnārとなる。
収入面では，都市内不動産とシリアの物件
を考慮しておらず，もっと多かったはずであ
る。ただし，エジプトの土地から得られるも
のとして計算した収入額は，既に触れたよう
に dīnār ǧayšīgg を高めに設定している可能性
があり，多すぎるかもしれない。一方，支出
額は，輸送費や調理費など不明なものは除外
しているので，実際にはずっと多かったはず
である。このように収支どちらも不確定であ
る部分が大きいが，それでもさきの計算に従
うなら，年間支出は年間収入の約 14%に過
ぎないことになる。
たしかに，予定された支出を大きく越える
収入をもたらすワクフ財が設定されたのであ
ろう。既に第一ワクフでワクフ財にされたエ
ジプトの土地からあがる収入が，下エジプト
25,515 dīnār ǧayšīgg ，上エジプト 36,849 dīnār 

ǧayšīgg ，計 62,364 dīnār ǧayšīgg ，つまり 49,891
dīnārに上る。また，第四ワクフの場合は，
1,000 irdabbの小麦を送るのに対して，収入
が 9,503 dīnār ǧayšīgg ＝7,602 dīnārである。
しかしながら，実際にダシーシャ・ワクフ

が大きな余剰を生み，それをカーイトバーイ
が手にできたかとなると疑問である。メディ
ナのマドラサの一部は後に建て替えられた
が，その費用はワクフから出されたと考えら
れる。また，886/1481年の大火後の預言者
モスクの再建やメディナのマドラサ・リバー
トの建設に 100,000あるいは 120,000 dīnār

かかったとされ，それもこのワクフから賄
われたのではないだろうか。そうでなくて
も，ワクフを維持・運営するには，相当の費
用がかかるものであった。カーイトバーイが
エルサレムに建てたマドラサのワクフに関す
る 961/1554年の収支報告によれば，収入が
8,778 aqçeに対して支出が 7,898 aqçeであり，
余剰は 880 aqçe，つまり収入の 1割であった
［Burgoyne/Richards 1987: 605 n. 43］。また，
16世紀末の，おそらく悪い状況時のことで
はあるが，大ダシーシャ・ワクフ（後述）の
収入の 7割前後が前年の未払い金の償却に充
てられたという［Faroqhi 1994: 81］。
いずれにせよ，ダシーシャ・ワクフの運営
にカイロとメディナの高官や有力者たちが関
わるように定められていたことも考え合わせ
ると，このワクフは私的・個人的なものとい
うより，公共的・国家的な事業としての性格
が強かったといえるであろう68）。そしてその
こともまた，国庫財産がそのままワクフ財に
されたことが文書に明記された一因だったと
考えられる69）。
ところで，カーイトバーイはなぜこのよう
にメッカよりもむしろメディナを重視したの
だろうか。Amy W. Newhallはその理由とし

68） Aṣ-Ṣayrafīは，このワクフがイスティブダールによって得られた物件を財源としてはいるが，設定
者の子孫ではなくメディナの住民を第一の受益者としていた点を讃えている［IH: 280］。

69） この関連で，カーイトバーイ治世に「スルターン財政」の拡大・強化が進んだという五十嵐大介に
よる指摘［五十嵐 2011: 92-142］に言及しておきたい。この時期，いうなれば，スルターンの私
人としての領域と公人としての領域の重なる部分が大きくなっていったと思われる。Petryがそう
であるように，一方からすれば，この現象をスルターンの私的領域の増大と見ることができる。し
かしながら，「スルターン財政」の拡大・強化とは，スルターン個人の私財ではなく，スルターン
位に付随する財産（その中心は流用された国有地）およびその役割が拡大されたということである。
したがって，スルターンの私的領域と公的領域の重なりの増大という現象はむしろ逆に，公的領域
の方が増大した―あるいは当時そのように解釈・認識された―と考えた方がよいのではないだ
ろうか。
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て，カーイトバーイの敬虔さ，スーフィズム
への傾倒，預言者ムハンマド崇拝といった個
人的性格，メディナ住民の支持を得ようとす
る政治的動機，そして彼がメディナ来訪時に
見た住民の窮状に実際に心を動かされた可能
性を挙げる［Newhall 1987: 244-245］。さら
に付け加えるなら，概してこの頃メディナ
が好んでワクフの対象とされる傾向があり
［伊藤 2009a: 89-90］，カラマン侯国やオス
マン朝領内でもそうであったこと［Faroqhi 
1994: 76-77］が挙げられる70）。このよう
な情勢の中，メディナにおいても競合相手
を圧倒し，「ハラマインの従者（ḫādim al-
Ḥaramayn）」としてのマムルーク朝スルター
ンの立場を宣揚するためにも，メディナを重
視した大規模なワクフを設立したのだと思わ
れる。

3. カーイトバーイ没後の状況

カーイトバーイのダシーシャ・ワクフが，
彼の死後どのようになったかについても，
BNF. ms. arabe 1118などから以下のことを
知ることができる。

3.1.  BNF. ms. arabe 1118収載の諸文書に
よる状況

BNF. ms. arabe 1118には，カーイトバーイ
没後のダシーシャ・ワクフに関する文書が 6
点収載されている。その内容を示しておこう。
（1）エジプト総督ハーイルベク（928/1522
年没）71）は，1. Ramaḍān 925/27. 8. 1519に

メディナの給食ワクフ（waqf as-simāṭ aš-
šarīf）の財源として次のff 7物件を付け加えた
［119b-121b］。

1）カイロに近い al-ǦīziyyaGG 県にある
Ṣuqayl72）（TS: 145; Halm 1979-82: 237）

2）下エジプト ad-Daqahliyya県にある
Minyat Šaraf（TS: 60; Halm 1979-82: 743）

3）同Qubayda（Halm 1979-82: 750）
4）下エジプト aš-Šarqiyya/al-Minūfi yya
県の aṣ-Ṣafrā]73）

5）上エジプト al-Ušmūnayn県の Sinǧirǧ
の 1/6（TS: 181; Halm 1979-82: 133）

6）下エジプト al-Ġarbiyya県の Ṭayyibat 
Nišāの 3/8（TS: 68; Halm 1979-82: 590）

7） カ イ ロ の 南 に あ る Alṭunbuġā al-
Māridānīのモスク（ǧāmi

]

）74）近くの ḥikr地
の上にたつ，厩舎，住居（riwāq）などを含
む建物（binā]）
このうち 2），3），4）の 3つはザヒー
ラ（ad

�
-d
�
aḫīra aš-šarīfa）に属していたとい

う。また次の 4つの物件は，このときまで
にディーワーン（ad-dīwān aš-šarīf）に属すff
るものとなっていた―すなわち，国有地に
なっていたということであろう―が，再び
ワクフ財とされた。

8）上エジプト al-Iḫmīmiyya県の Sūhāy
（第五ワクフ番号 8）

9）上エジプト al-Asyūṭiyya県の Abū Tīǧ
にある 1,000 faddānの土地（第四ワクフ番
号 1）

10） 上 エ ジ プ ト al-Bahnasāwiyya県 の
Sumusṭā (Sumuṣṭā)にある 1,000 faddānの

70） その背景としては，長谷部が指摘するように［長谷部 2008: 237-238］，預言者ムハンマド崇敬の
隆盛があったと考えられる。

71） 彼については後述。
72） BNF. ms. arabe 1118では Ǧazīrat ṢQYKとなっているが［120a］，ṢQYKは Ṣuqaylの明らかな

誤記である。
73） BNF. ms. arabe 1118によれば，aṣ-Ṣafrā]は al-Minūfi yya県にあったものとなっているが［120a］，

TSは aṣ-Ṣafrā]または as-Sanṭaを下エジプト aš-Šarqiyya県に属するものとしている［TS: 18］。
その他の史料を参照したHalmも aš-Šarqiyya県の地区として aṣ-Ṣafrā]/as-San// ṭaを挙げる［Halm 
1979-82: 677］。

74） このモスクおよび建造者については，MI: IV, 227-231/II, 308参照。
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土地（第四ワクフ番号 2）
11） 下 エ ジ プ ト al-Qalyūbiyya県 の

Siryāqūs（第一ワクフ番号 2）の 1/275）

（2）これより少し前に，アレクサンドリア総
督で，カーイトバーイのワクフに関わる（al-
muḥaddi

¯
t

]

alā al-waqf al-mu

]

ayyan）タナム
as-Sayfī Tanam（min Muġulbāy）76）は，ハー
イルベクに次のように訴え出た。第一ワクフ
の財源とされた下エジプト al-Minūfi yya県
の al-Bīǧūrの 11/14（番号 5）のうち 1/7を，
カーイトバーイ治世中の有力アミールだった
ヤシュバクの娘 Sa

]

d al-Mulūkの死後，彼女
の息子Nāṣiraddīn Muḥammad b. Qānībāy 
ar-Rammāḥ77）が不正に所有しているという
のである。そこで調査の結果，4人の大カー
ディーたちによって，タナムの言う通り，問
題の物件がカーイトバーイのワクフ財である
ことが 6. Ša

]

bān 925/3. 8. 1519に認められ
た［115b-118a］。
その後タナムは，927年 Raǧab月/1521
年 6-7月までの間に，BNF. ms. arabe 1118
中の規定とは異なるが，ダシーシャ・ワク
フの管理人（nāẓir）となったようである。
Ibn Iyāsによれば，このときダシーシャ・
ワクフの管理人だったタナムは，カイロの
al-Ǧazīra al-Wusṭāで，ワクフの収益を運ぶ
ための大船を建造し，それをハーイルベク
に見せたという78）。さらに BNF. ms. arabe
1118からは，彼が以後もワクフ財の充実に
努めていたことが窺える。
（3）タナムは代理をたて，Nūraddīn

]

Alī
b. Ǧamāladdīn 

]

Abd Allāh b. Šamsaddīn

Muḥammadな る 装 束 庫 長（mihtār aṭ-
ṭištaḫāna）79）から，そのワクフ財である上
エジプト al-Asyūṭiyya県のMušaの 1/40を
272 dīnār salīmīで購入し，4. Šawwāl 927/7.
9. 1521にダシーシャ・ワクフのワクフ財と
した［121b-126a］。

Mūšaは，その 1/10が第一ワクフで（番
号 17），その 1/20と 5 faddānが第五ワクフ
で（番号 19）それぞれワクフ財とされてお
り，おそらくタナムはこの購入によって同地
におけるワクフ地の割合をさらに拡大したと
考えられる。
（4）スルターン＝ガウリー（在位 906-22/
1501-16年）のワクフの財源で，カイロの
Ḫuṭṭ Bayn al-Qaṣraynにあるホール（qā

]

a）
が取り壊されると，16. Ramaḍān 935/24.
5. 1529にタナムは代理人を通じ，ダシー
シャ・ワクフの財源とするために，ガウリー
のワクフの会計（ǧābī）である Raḍīaddīn

]

Abd al-Barr b. Muḥammad Ibn al-Ḥanafī
という人物から，建物の資材（anqāḍ）を
スレイマン新銀貨（al-fi ḍḍa al-ǧadīda as-
sulaymāniyya）2,000 niṣi f  ṣṣ 80）―文書によれば
金貨 50 dīnārに相当するという―で購入
し，またホールのたっていた土地を 40年間
1,000 niṣ f ṣṣ―金貨 25 dīnār相当―で借り
た［129b-131b］。
なおこのホールの西側には，ダシー
シャ・ワクフに属する故バクタムル夫人（al-
marḥūm Ḫwand al-Baktamuriyya）のワク
フがあったとされている［130b］。これは，
バクタムル・アッサーキーの妻カラージャの

75） なお，第四ワクフ番号 5は Siryāqūsにある果樹園であるが，それがここで再びワクフ財とされた
Siryāqūsの 1/2に含まれるのか否かまではわからない。

76） 彼は 922/1516年にアレクサンドリア総督に任命されている［BZ: V, 109］。
77） 父親であるQānībāy ar-RammāḥまたはQānībāy Qarā（921/1515年没）については，BZ: IV,

450-453参照。この父の死後すぐに息子Nāṣiraddīn Muḥammadは父に代わって厩舎長（amīr
aḫūr al-kabīr）に任命されたという。

78） なお，al-Ǧazīra al-Wusṭāにはパン焼き竃，製粉所，清水の貯水池（ṣahrīǧ），maq

]

ad，宿泊所（dd mabīt），
厩舎があったという［BZ: V, 399］。これらは，第二ワクフのワクフ財（番号 1）であろう。

79） この職については，SA: IV, 10-11参照。
80） niṣ fṣṣ または niṣ f fi ṣṣ ḍḍaḍḍ については，Shaw 1962: 65 n.169, 88 n.232参照。
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ワクフ財（1. 8. (4)参照）のひとつであった
funduq（番号 1）であろう。
（5）その 10日後の 26. Ramaḍān 935/3. 6. 
1529にも，タナムは Šamsaddīn Abū

]

Abd 
Allāh Muḥammad b. Muḥibbaddīn Abī 
al-Fidā] Ismā

]

īl al-Miǧwalī(?)gg な る シ ャ ー
フィイー派カーディーから，さきほどと同
じカイロのḪuṭṭ Bayn al-Qaṣraynにある
住居（riwāq）をスレイマン新銀貨 600 niṣ fṣṣ
で購入し，ダシーシャ・ワクフに加えた
［126a-129a］。
（6）さらにタナムは，ブーラークにある倉庫
（第六ワクフ番号 3）81）の 1/2を売却し，代
わりにザイナブ Zaynab bt. as-Sayfī Qarāǧā 
b. 

]

Abd Allāh aẓ-Ẓāhirīという女性から，al-
Qalyūbiyya県の Ṭaḥā Nūb（TS: 12; Halm 
1979-82: 338）の 1/20をスレイマン新銀貨
10,500 niṣ f ṣṣ―そのうち 1,500 niṣ fṣṣ は前金と
して既に支払われていたという―で購入し
て，ワクフ財にした［233b-235b］。

Ṭaḥā Nūbは，Mūšaと同様に，その一部
（1/40あるいは 1/20）が第五ワクフのワクフ
財のひとつ（番号 14）となっていたが，タ
ナムはこの購入によって Ṭaḥā Nūbにおけ
るワクフ地の割合を拡大したものと考えられ
る。
さて文書には，売買が行われたのが

29. Ǧumādā II 988GG で，その 1週間後（7. 
Raǧab）に確定と裁定（a

¯
t-

¯
tubūt wal-ḥukm）

がなされたと記されている［235b］。しかし，
もしこれが正しいとすれば，タナムは 60年
以上ダシーシャ・ワクフの運営に関わってい
たことになる。また，売り手のザイナブは当
該物件を 18. Ǧumādā I 912/6. 10. 1506GG に購
入したということなので［234a］，70年以上

それを所有していたことになる。どちらの可
能性も全くないとはいえないが，極めて低い
と考えられる。25. Raǧab 941/30. 1. 1535の
施行認証文書［131b-135a］の中に 9. Raǧab 
938/16. 2. 1532付け文書への言及が見える
［133a］ことからも，988/1580年はおそらく
938年の誤記だと思われる。それならば，さ
きの日付は西暦でそれぞれ 7. 2. 1532，14. 2. 
1532となる82）。また，988年が 938年の間
違いであるとすると，BNF. ms. arabe 1118
中で最も新しい日付は，施行認証文書に付
された 3. D

�
ū al-ḥiǧǧa 944/3. 5. 1538である

［135a-136a］。
これら 6文書からは次のことがいえるであ
ろう。第一にハーイルベクは，バクタムル・
アッサーキー家のワクフがカーイトバーイの
ダシーシャ・ワクフに組み入れられているこ
とを認めただけでなく，ワクフ財を返還また
は追加し，その維持に気を配っていたらしい
ということである。彼はマムルーク朝を裏切
り，オスマン朝に仕えたが，元の主人である
カーイトバーイのワクフには配慮したのだろ
うか。あるいは彼は，敬虔さを示し，人々の
歓心を得るためにアズハル・モスクなどで幾
度か施しを行っていたということなので83），
ダシーシャ・ワクフへの配慮も同様の理由に
よるのだろうか。このような個人的な動機も
考えられるが，おそらく最も重要な影響を及
ぼしたのは，マムルーク朝を滅ぼしたオスマ
ン朝君主セリム１世（在位 918-26/1512-20
年）の指示だったであろう。彼は，それまで
マムルーク朝スルターンたちがハラマインの
ために設定したワクフをそのままとし，ハー
イルベクにエジプトからメディナに対して
穀物（ḥabb）2,000 irdabb，メッカに対して

81） 文書でここは SWRHとあるが［233a］，šūnaの誤記ではないかと考えられる。
82） 売買文書では確定・裁定がされたのは 7. Raǧabとある一方，施行認証文書では 9. Raǧabとなっ

ているが，アラビア文字の表記上 7と 9は紛らわしく，この違いは大した問題ではない。ただし，
どちらが正しいかは決定できない。

83） BZ: V, 428, 473-474; Behrens-Abouseif 1994: 90. ハーイルベクの経歴については，BZ: V, 481-
485参照。
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穀物 5,000 irdabbを送るように命じたという
［IA: 285, 287］。ハーイルベクはこの指示を
守るほかなかったにちがいなく，そのために
カーイトバーイのダシーシャ・ワクフの維持
にも努めようとしたのだと思われる。
第二に指摘できることは，カーイトバーイ
が最後にワクフ設定を行った 895/1490年か
ら約 30年経った 925/1519年にワクフ財の
一部が既に国庫に属するようになっていた
り，不正に所有されたりしていたこと，そし
てそのような物件がいずれも土地だったこと
である。このことは，国有地はもちろん，た
とえ事前に購入された私有地であっても，土
地が，ある特定のワクフの財源として長く留
まることは容易でなかったことを示唆してい
る。それには，権利関係が錯綜していたこと
に加え，都市内不動産に比べて土地の管理が
面倒だったこともおそらく関係していたであ
ろう。
第三に，積極的なワクフ経営を行ったタナ
ムがワクフ財を拡大する際に，既存のワクフ
財の近くにある物件を好んで得ようとしてい
たらしいことである。カーイトバーイは特定
の地域においてワクフ財を集積しようとした
ようには見えないが，その後はやはりワクフ
財が各地に散在しているよりも，なるべくま
とまっていた方が管理し易かったからだと考
えられる84）。
最後に，BNF. ms. arabe 1118，またはそ
のもとになった文書集は，おそらくタナムが
執務上の控えとして作成させたものだったと
推測される。

3.2. 調査台帳の記録
オスマン朝支配期に作成された調査台帳

または検地帳（tahrir de� eri）にもカーイト
バーイのダシーシャ・ワクフに関する記録が
見られる。

MPは，10/16世紀半ばないし末に作成
された，パレスティナのワクフと私財に関
する調査台帳である総理府オスマン文書館
（Başbakanlık Osmanlı Arşivi） 所 蔵 Tapu
Tahrir De� erleriのひとつ BOA. TT.d. 522
の校訂である。その中に，カーイトバーイの
ダシーシャ・ワクフが記載されている。すな
わち，バクタムル・アッサーキー家の Bayt
al-Ḫāzinワクフ―BOA. TT.d. 522ではカ
ラージャのワクフとされている―などが時
の経過によってカーイトバーイのワクフに
組み入れられ，そのためにカーイトバーイ
が 893/1488年に文書（murabba

]

）を発行し
たこと，オスマン朝による征服後，ハーイル
ベクの下でカーディーたちがそれを認証した
こと，Bayt al-Ḫāzinワクフの管理がダシー
シャ・ワクフの管理人に委ねられたことが記
されている。ワクフ設定文書は，根拠は不明
だが，937/1530-31年付けとされる。そして，
そのワクフ財として Bayt al-Ḫāzinワクフに
属するものであったエルサレム県の Taqū

]

の
5/8，Bayt Ǧālāの1/4，ベツレヘムの1/4（1. 7.
(2), (3)参照）が挙げられており，新たにガ
ザ県の Yibnāまたは Tīnāの 1/285）が加わっ
ている。その収益は総計 21,040 aqçeである
［MP: 20, 164］。
また，最近校訂された著者不明の TMに
調査台帳の一部のファクシミリが付けられて
いる。校訂者によれば，これはベイルートと
サイダー Ṣaydāに関わる BOA. TT.d. 165と
いうことであるが［TM: 210, 254］，165で
はなく 169の間違いであり―BOA. TT.d.

84） Leonor Fernandesは，ワクフ設定者がワクフ対象施設とワクフ財を 1箇所に集中しようとする傾
向があったと指摘し，その利点として管理が容易なこと，水を複数の施設で共用できること，近隣
の建物に課される高さ制限などを回避できることを挙げている［Fernandes 1997: 118］。しかし，
都市内不動産も農地も多くがワクフ財にされていたマムルーク朝後期には，このような傾向はほと
んど見られなくなった（Petry 1998参照）。

85） MPの校訂者 İpşirliと al-Tamimiは Yibnāと読むが，Hütteroth/Abudulfattah 1977: 143には，
ガザの村として Yibnāのほかに Tīnāという村が挙げられており，いずれとも決め難い。
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165は Saruhanに関わるものである―，
ベイルートとサイダーだけでなくダマスク
ス州に関わる 932-38/1525-32年作成とされ
る調査台帳［BOAR: 103, 126, 128］と思わ
れる。いずれにせよ，そのファクシミリに
は BOA. TT.d. 522と同じダシーシャ・ワ
クフと Bayt al-Ḫāzinワクフの説明に続き，
ワクフ財として 23の物件が挙げられている
［TM: 220］。それらのうち 18件は，ガザ県
の Yibnā/Tīnāを除く 3物件のほか，トリ
ポリ ṬarābulūsのMinya（第一ワクフ番号
21），ダマスクス郊外Maḥallat Masǧid al-
Qaṣabの複数の建物（第三ワクフ番号 24―3
件分として数えられている），同じ場所にあ
る浴場（第六ワクフ番号 2）など，BNF. ms. 
arabe 1118に記載されているダシーシャ・
ワクフおよび Bayt al-Ḫāzinワクフのシリ
アの財源に相当する―ただし，当初とは
割合が増減している物件がある―。一方，
Yibnā/Tīnāのように BNF. ms. arabe 1118
には見られない，あるいは特定できないもの
が 5件あり，逆に Ba

]

labakkの村 Yūnīn（第
一ワクフ番号 23）とダマスクスの店舗（第
五ワクフ番号 23）は調査台帳の方に相当す
るものが見当たらない86）。また，アレッポの
物件（第五ワクフ番号 11, 12, 16）がないが，
それは管轄が違うためだと考えられる。収益
は，23件のうち 15件について記載されてお
り，総計 129,617 aqçeである。
このような相違が見られることになった詳
しい事情はよくわからないが，カーイトバー
イが Bayt al-Ḫāzinワクフを組み込んだ時点
で，既にそのワクフ財の一部が失われていた
とも考えられる。BOA. TT.d. 522と BOA. 

TT.d. 169によれば，Taqū

]

，Bayt Ǧālā，ベ
ツレヘムはいずれも当初より割合が減って
おり，BOA. TT.d. 522および 970/1562-63
年に作成されたエルサレム県に関する調査
台帳（BOA. TT.d. 342）の校訂である SAQ
には，Taqū

]

の残り 3/8は宦官 Ǧawhar al-
Qunuqbāyī（844/1440年没）がエルサレム
に建てたハーンカー /マドラサのワクフ財
として挙げられている［MP: 34, 175; SAQ: 
100］87）。また，Bayt Ǧālāとベツレヘムの
各 1/2は，800/1397年にエルサレムに隠居
を申し出たアミール Šayḫ aṣ-Ṣafawīにまず
与えられ，彼が捕えられた後に Baklamiš 
al-

]

Alā]īがそれらを引き継いだという［TI: 
I, 649, 666］。彼らは二人とも翌 801年に死
亡しており［TI: IV, 42, 46-47］，その後マム
ルーク朝時代に両村がどのように扱われたの
かは不明である。しかし，オスマン朝君主ス
レイマン１世（在位 926-74/1520-66年）の
妻Ḫāṣṣakī Ḫürrem Sulṭān（966/1558年没）

が 959/1552年にエルサレムに建設した複合
施設（al-

]

Imāra al-

]

Āmira）のワクフ財とし
て，それぞれの 3/4が記載されている［SAQ: 
76］。したがって BNF. ms. arabe 1118では，
当初作成された文書に基づいてこれら 3つ
の村の全部がダシーシャ・ワクフに属するよ
うになったかのように記されているが，それ
は文書上のことであって，実際には，BOA. 
TT.d. 522に記載されているように，それぞ
れの一部だったと思われるのである88）。
以上を全体として見れば，タナムの経営努
力などもあり，ワクフ財の出入りや変化は
あったにせよ，16世紀半ば頃までカーイト
バーイのダシーシャ・ワクフは比較的良好に

86） ただし Yūnīnは，調査台帳で特定できない 5件の中に相当するものがあるのかもしれないが，判
読できた限りでは，類似の綴りは見出せなかった。

87）Ǧawhar al-Qunuqbāyīとそのエルサレムのハーンカー /マドラサについては Burgoyne/Richards 
1987: 555-567参照。

88） BNF. ms. arabe 1118またはその原本が作成された後に，Ḫāṣṣakī Ḫürrem Sulṭānがダシーシャ・
ワクフから Bayt Ǧālāとベツレヘムの各 3/4を購入した可能性はある。しかしそうであったとし
ても，14世紀末に両村の 1/2がアミールに授与されており，一時的かもしれないが，このときに
両村はワクフ財ではないものとして扱われていたようである。
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運営されていたと推測される。また，エジ
プト総督を務めた Sulaymān Paşa al-Ḫādim
は，936-49/1530-42年間の複数のワクフ設
定文書の中で，収益の余剰をカーイトバー
イのダシーシャ・ワクフに回すようにと規
定しているらしい［Behrens-Abouseif 1994:
184-185］。実際にどれだけの額がダシー
シャ・ワクフに渡ったかはわからないが，こ
の規定も，同ワクフが当時なにほどか機能し
ていたことを示すものと考えられる。

おわりに

その後，カーイトバーイのダシーシャ・ワ
クフは，ジャクマク（在位 842-57/1438-53
年）などマムルーク朝スルターンやアミール
たち，またオスマン朝君主セリム１世やスレ
イマン１世などがハラマインに対してエジプ
トで設立した他のワクフと一緒にまとめら
れ，大ダシーシャ・ワクフ（vaqf-ı deşīşe-i
kübrā）として18世紀末まで機能した［Shaw 
1962: 269-271; Faroqhi 1994: 80-81］89）。
もっとも，その間には大ダシーシャ・ワク
フの中でカーイトバーイのワクフが占める割
合は小さくなっていったかもしれない。前述
のように 16世紀初頭には，後に返還された
とはいえ，既にワクフ財の一部が失われて
いた。また，16世紀末の大ダシーシャ・ワ
クフの経営はかなり悪化していたようなの
で90），カーイトバーイがワクフ財に設定し
た物件のいくつかもその頃には荒廃したか，
ワクフ財ではなくなっていた可能性が高い。

加えて，時期は不明だが，BNF. ms. arabe
1118の欄外に，ワクフ財の約 3割（そのほ
とんどが土地）について「無効（

]

āṭil）」と
いう書き込みも見える。
それでもなお 18世紀半ばには，ここで取
り上げた BNF. ms. arabe 1118が大ダシー
シャ・ワクフの書記の手元にあったのであ
り，カーイトバーイのダシーシャ・ワクフは
設立から 2世紀半経た後にも，少なくとも
文書上あるいは理念上は，存続していたので
あった。カーイトバーイのメディナのマド
ラサも 20世紀初頭までは残っていたようで
ある［Newhall 1987: 243］。さらに，BNF.
ms. arabe 1118とほぼ同じ内容と考えられ
る文書集が，さきに触れたように，1956年
にワクフ省から行政の現場である合同庁舎へ
特別に移管されたのは，この時点でもダシー
シャ・ワクフが，たとえ一部にせよ，生きた
問題だったからではないだろうか。
従来の研究では，ワクフ制度が私的に濫用
されたこと，不正や杜撰な管理のせいで多く
のワクフが短命だったことがしばしば指摘さ
れている。しかしその一方，ワクフの公共的
側面や，長く機能したものがあったことも軽
視されるべきではない。カーイトバーイのダ
シーシャ・ワクフは，そのことをあらためて
示すひとつの例といえるであろう。
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